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近年、機関投資家が資金運用の際に環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス（Governance）といった非財務情報を考慮す
る「ＥＳＧ投資」への関心が日本でも高まっている。日本でも拡大が予測されるＥＳＧ投資の動向とその意義について改めて整理し
た上で、ＥＳＧ投資の拡大が日本企業に与える影響について解説する。合わせ、環境技術の面で世界的に優位性を有する日本企業が
今後どのような課題に直面するのか考察する。

平成18年（2006年）10月に「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」（運輸安全一括法）が施行されて
から間もなく10年がたつ。同法の施行と同時に開始した運輸安全マネジメント制度の制定背景とこれまでの歩みを振り返るととも
に、インターリスク総研で実施したコンサルティングの実績から、運輸安全マネジメント体制を構築・運用する上でのポイントを解説
する。

近年、大雨の発生頻度は増加傾向にあり、2015年9月には関東地方等に降った記録的な大雨によって鬼怒川の堤防が決壊（破堤）
し、大規模な浸水被害が発生した。このような気象の変化や水害の発生を踏まえ、政府による水害対策の見直しが進められている。
平成27年9月関東・東北豪雨で被害が顕著だった常総市周辺の現地の状況を報告するとともに、日本の水害対策の動向、近年注目
されている「タイムライン」を活用した水害対策を紹介する。

「インバウンド」と呼ばれる訪日外国人旅行者の数が2015年までの直近3年間でほぼ倍増している。訪日外国人旅行者の増加は、
同時に災害時の要配慮者の増加を意味しており、自治体を中心として対策が急務である。訪日外国人旅行者の災害時のニーズを調
査したうえで、自治体の取り組みを調査し、その差異から、望ましい訪日外国人旅行者への自然災害等発生時の対応を検証する。

日本はその国土条件から、歴史的に各種の災害に見舞われている。本年度巻頭の特集「レジリエンス～強さとしなやかさ、持続可能
な社会をめざして～」シリーズ最終回は、内閣府政策統括官（防災担当）の加藤久喜氏に、近年、大規模な被害が発生した災害とし
て、地震・津波、火山噴火、水害を対象として、政府のこれまでの対策の概況および最近の取り組み状況を説明いただくとともに、
民間部門との連携に関する取り組みを合わせて紹介いただく。

フランスのパリにて、COP21(国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議、通称「パリ会議」）が開催され、主要排出国を含むすべ
ての国が参画し、かつ法的拘束力をもつ「パリ協定」が採択された。このパリ協定を理解するための基礎知識として、まず気候変動
の緩和と適応について解説し、ポイントと課題、主要国の削減目標、我が国の今後の対応について触れた後、パリ協定が企業経営に
もたらすリスクと機会について考察する。
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2015年10月5日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「番号法」)が施行され、2016年1月
1日より、「社会保障・税番号制度」(「マイナンバー制度」)の運用が開始された。本制度は、今後継続的に法改正とマイナンバーの利
用目的拡大が計画されている。マイナンバー制度開始後の企業の対応状況、今後のマイナンバー利用拡大に伴う企業への影響、これ
らを踏まえたリスク対策等について解説する。

マイナンバー制度
マイナンバー制度開始後の企業の対応と
今後想定されるリスク
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近年、世界各地においてテロが相次いで発生している。2015年から2016年にかけて、フランス・パリやインドネシア・ジャカルタなど日
本人居住者や観光客が多い地域においてもテロが発生し、テロへの危機感が一層高まっている。特に海外に進出している企業にお
いては、テロから自社の駐在員・出張者を守るための安全対策の整備・強化が急務である。近年の主なテロとその傾向を解説し、企
業が講じるべきテロの対策について紹介する。

年間シリーズ ～海外で羽ばたくためのインフラを求めて～

グローバル 広がるリスクソリューション

※執筆者の所属等は執筆当時のものです
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～強さとしなやかさ、持続可能な社会をめざして～

１.はじめに
日本は、その地理上の位置、地形、地質、気候等の自然的な

条件から、地震、津波、火山噴火、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、
土石流等による災害が発生しやすい国土となっている。

例えば、環太平洋変動帯に位置していることから、世界の国
土全体の0.25%という国土面積に比して、地震の発生回数や
活火山の分布数が極めて多い。地震については、世界で発生
するマグニチュード（M）6以上の地震の約2割が我が国周辺で
発生しており、把握できている限りでも約2,000の活断層が存
在している。また、世界の活火山の約7%にあたる110の活火山
が、我が国に分布している。

上記の国土条件から、我が国は、歴史的に各種の災害に見
舞われており、政府としても過去の災害から得られた教訓や
最新の科学的知見を取り入れながら、総合的な防災対策を推
進しているところである。他方で、大規模広域な自然災害に対
する即応力を強化するためには、国と地方公共団体、民間企
業、地域住民の方々等の多様な主体の連携により、我が国全
体で防災力を向上させることが重要である。

本稿では、まず、特に近年に大規模な被害が発生した災害
として、地震・津波、火山噴火、および水害を対象として、政府
のこれまでの対策の概況および最近の取り組み状況を説明す
るとともに、民間部門との連携に関する取り組みを合わせて
紹介することで、官民一体となった災害対策の推進に資する
ことを期待したい。

２．災害対策の現況
以下ではまず、各種災害の中で、近年に大規模な災害が発

生した地震・津波、火山噴火および水害に関する政府の対策
の現況を示す。

⑴大規模地震・津波対策

上記のとおり、日本は環太平洋変動帯に位置し、四つのプ
レートが接する境界にあることから、世界でも有数の地震多
発地帯となっている。地震の類型として、平成23年（2011年）3
月11日に発生した「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震」（以下「東北地方太平洋沖地震」）のように、陸側プレート
に海洋プレートが沈み込む境界（海溝）で発生する地震や、同
7年（1995年）1月17日に発生した「平成7年（1995年）兵庫県南
部地震」のように、陸側プレートの浅いところで発生する地殻
内地震等が発生している。

前者の地震類型は、発生頻度は低い一方で、震源域が広域
になり、比較的大規模な被害を生ずることが多く、また、震源
が海溝となることから、津波を生ずる危険を有するものであ
る。例えば、東北地方太平洋沖地震においては、東北地方から
関東地方の太平洋沿岸部の広い地域に津波の被害をもたら
し、同地震による犠牲者の死因の90%以上が、津波による溺
死とされている。後者の地震類型は、前者と比して小規模であ
ることが多いが、人間の居住域の近くで発生するため、大きな
被害を伴うことがある。

上記のような地震は、我が国の歴史上定期的に発生してお
り、明治以降の約150年間に、死者・行方不明者が1,000名を
超える大規模地震が12件発生しており、12.5年に1回の割合

政府の災害対策の
取り組みと課題について

内閣府政策統括官（防災担当）

　　　　　 加
か と う

藤 久
ひ さ よ し

喜 氏
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で発生していることになる。
以上のように、定期的に大規模な地震が発生する国土を有

する我が国において、大規模地震対策は、歴史的に国家の重
要課題であるといえる（次頁図1）。

ここでは、発生確率・切迫性が高く、経済・社会への影響が
大きい等の観点から、中央防災会議における検討対象とさ
れている大規模地震について、特に甚大な被害が想定される

「南海トラフ地震」および「首都直下地震」を中心に、政府の
最近の取り組みを紹介する。

①大規模地震・津波対策の全体像
まず、大規模地震に係る法令として、災害対策全般の基本と

なる災害対策基本法に加えて、南海トラフ地震、首都直下地
震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、それぞれ
特別措置法が制定されており、各地震における対策を講ずべき
地域の指定や計画の策定について規定されている。そのほか、
全国を対象として施設整備の促進を図る地震防災対策特別措
置法や、事前予知の可能性がある地震の警戒体制について規
定する大規模地震対策特別措置法が制定されている。また、東
北地方太平洋沖地震において、地震に伴う津波の発生により、
甚大な被害が生じたことを受けて、平成23年（2011年）6月には、
観測体制の強化および調査研究の推進、教育・訓練の実施等
のソフト対策と、施設整備等のハード対策の双方について規定
する津波対策の推進に関する法律が成立している。

上記の各特別措置法に基づき、各地震防災対策の推進地
域における対策の重要事項を定めるものとして、各地震対策
推進基本計画が策定されている。

また、中央防災会議では、従前は、各地震の被害想定を踏
まえ、地震ごとの対策大綱を策定していたが、東北地方太平
洋沖地震を踏まえ、各地震に共通する課題・施策を統合し、事
前防災から応急対策、復旧・復興までの大規模地震対策のマ
スタープランとして、平成26年（2014年）3月に「大規模地震防
災・減災対策大綱」を策定している。

さらに、各大規模地震について、地震・津波モデルを設定し、
被害想定の推計を行っており、当該被害想定を踏まえ、「具体
的な応急対策活動に関する計画」を策定し、発災時の関係機
関の行動について規定している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②災害の様相と対策－南海トラフ地震

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域およ
び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレートおよび
ユーラシアプレートの境界に位置する「南海トラフ」周辺の地
域においては、安政元年（1854年）の安政東海地震・安政南海
地震や、昭和21年（1946年）の昭和南海地震等、過去に100～
150年周期で海溝型の大地震が発生しており、地震発生の切

迫性等の違いから、「東海地震」と「東南海・南海地震」につい
て対策が進められてきた。

従前から、「東海地震」と「東南海・南海地震」のそれぞれに
ついて、被害想定を推計し、基本的な方針を定める基本計画
や発災時の各機関の具体的な役割等を規定する応急対策活
動要領を策定しているが、平成23年（2011年）3月に発生した
東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、中央防災会議「東北
地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門
調査会報告」において、「あらゆる可能性を考慮した最大クラ
スの巨大な地震・津波を検討していくべきである」旨示された
ことを受けて、最新の科学的知見に基づく南海トラフ地震の
最大クラスの地震・津波モデルが検討され、中央防災会議に
設置されたワーキンググループにおいて、平成25年（2013年）5
月に被害想定と対策の方向性が取りまとめられている。

当該被害想定等を受けて、同年11月に「東南海・南海地震
に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年
法律第92号）」が改正され、対象が東南海・南海地震から南海
トラフ地震に拡大された。同法に基づき、平成26年（2014年）3
月28日には、中央防災会議において、「南海トラフ地震防災対
策推進基本計画」が決定された。同計画においては、南海トラ
フ地震防災対策の基本的な方針として、広域にわたる強振動
および巨大津波の発生等の特徴を踏まえ、様々な主体が連携
して、総合的な防災対策を推進することとしている。また、今後
10年間で達成すべき減災目標を設定し、具体的な施策を示し
ている。

また、同計画において、南海トラフ巨大地震に対処するた
めの災害応急対策活動にあたる部隊の活動規模、緊急輸送
ルート、防災拠点等を具体的に定める計画をあらかじめ作成
する旨規定されていることを踏まえ、中央防災会議幹事会で
は、平成27年（2015年）3月30日に「南海トラフ地震における
具体的な応急対策活動に関する計画」を策定している。同計
画は、国が実施する災害応急対策に係る緊急輸送ルート、救
助・消火活動等、医療活動、物資調達、燃料供給および防災拠
点に関する活動内容を具体的に規定している。同計画の策定
以降、緊急災害対策本部事務局運営訓練や関係地方公共団
体と連携した現地対策本部運営訓練等を通じて、同計画の実
効性向上に取り組んでいる。

さらに、最近では、平成27年（2015年）12月に南海トラフ沿
いの巨大地震による長周期地震動について報告が取りまとめ
られた。長周期地震動とは、揺れが1往復する時間（周期）が長
く、建物固有の周期と共振することで、建物の揺れが大きくな
るものである。同報告では、南海トラフ沿いの巨大地震が発生
した際に想定される地表の揺れおよび当該地震動による超高
層建築物の揺れを推計し、構造躯体への影響等を評価して、
対策を取りまとめた。
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③災害の様相と対策－首都直下地震
首都圏における地震には、その震源域によって、浅い地殻

内で発生する直下型の地震や、大正12年（1923年）に発生し
た「大正関東地震」のように、フィリピン海プレートと北米プ
レートの境界（相模トラフ）付近で発生する海溝型の巨大地
震等の類型がある。

上記の南海トラフ地震と同様に、東北地方太平洋沖地震の
教訓を踏まえ、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大
な地震・津波」を想定することを受けて、首都直下地震につい
ても、相模トラフ沿いの大規模地震も含めた、地震・津波モデ
ルの検討を行い、平成25年（2013年）12月19日に、中央防災会
議ワーキンググループの最終報告として、被害想定と対策が
取りまとめられている。

なお、想定される複数の地震動の中で、相模トラフ付近で発
生する海溝型の大規模地震は200年～400年間隔で発生して
おり、直近の大正関東地震から90年が経過した状態であるこ

と、また、元禄16年（1703年）に発生した元禄関東地震のよう
な最大クラスの地震は、2,000年～3,000年間隔で発生してい
ることから、防災・減災対策の対象とする地震は、切迫性の高
いM7クラスの直下地震としている。その中でも、被害が大き
く、首都中枢機能への影響が大きい「都心南部直下地震」を
被害想定の対象としている。

首都直下地震については、平成23年（2011年）3月の東北地
方太平洋沖地震以前は、固有の法律がなかったが、平成25年

（2013年）11月に、首都直下地震が発生した場合における首
都中枢機能の維持と国民の生命、身体および財産の保護を目
的とする「首都直下地震対策特別措置法（平成25年法律第88
号）」が議員立法により制定された。

また、同法に基づき、平成26年（2014年）3月28日に「首都
直下地震緊急対策推進基本計画」が閣議決定された。同計
画においては、対策の基本的な方針として、首都中枢機能の
確保（業務継続体制の構築、ライフラインおよびインフラの 

【図１】想定される大規模地震（出典：内閣府「日本の災害対策」）
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維持）、膨大な人的・物的被害への対応（前提としての耐震化
と火災対策、道路交通麻痺対策等）、社会全体での対策の推進

（社会のあらゆる構成員が連携した自助・公助・共助による備
え）等を示している。

さらに、平成27年（2015年）3月31日に、同計画の変更を閣議
決定し、期限を定めた定量的な減災目標を設定するとともに、
当該目標を達成するための具体的な施策を示している。

同計画においても、上記の「南海トラフ地震防災対策推進
基本計画」と同様に、災害応急対策を円滑かつ迅速に実施す
るために各防災関係機関が実施する活動を具体的に定める
計画を作成することとされており、平成27年（2015年）度中の
策定に向けて作業を進めているところである。

上記の「首都直下地震緊急対策推進基本計画」においても
指摘されているとおり、首都直下地震においては、我が国の政
治、行政および経済の中枢を担う機関が高度に集積する首都
圏における地震により、これらの中枢機能に障害が発生し、災
害応急対策にも支障が生ずる恐れがあるという課題がある。
このため、上記の首都直下地震対策特別措置法に基づき、平
成26年（2014年）3月28日に「政府業務継続計画（首都直下地
震対策）」を閣議決定し、政府として業務を円滑に継続するた
めの対応方針および当該業務を継続するために必要な執行
体制、執務環境等を定めている。

そのほか、南海トラフに続き、相模トラフ沿いの巨大地震に
ついても、平成28年（2016年）1月から長周期地震動に関する
検討を開始しており、同地震により想定される地表の揺れや
超高層建築物の揺れを推計して、首都圏等への影響を取りま
とめる予定である。

④災害の様相と対策－その他の地震

a.日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の
東方沖までの日本海溝および千島海溝の周辺地域において
は、明治29年（1896年）の明治三陸地震や昭和8年（1933年）
の昭和三陸地震等の巨大な津波を伴う大規模地震や、約40
年間隔で発生する宮城県沖地震のように切迫性が指摘され
ている地震等、多様な類型の地震が発生している。

この日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、「日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進
に関する特別措置法（平成16年法律第27号）」の規定により、
平成18年（2006年）3月に中央防災会議において「日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」が策定さ
れ、津波防災対策の推進、積雪・寒冷地特有の課題への対応
等の基本的な方針が規定されている。

また、防災対策の対象とする八つの地震動が設定され、

平成18年（2006年）1月25日に被害想定が取りまとめられて
いる。当該被害想定を踏まえ、平成19年（2007年）6月21日に
は、中央防災会議において、同地震の発生時に防災関係機
関が行う具体的な応急活動等に関する要領を示すものとし
て、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震応急対策活動要
領」が策定された。

同地震については、平成23年（2011年）3月に発生した東北
地方太平洋沖地震が、当該周辺領域で発生したことを踏ま
え、平成27年（2015年）2月から、検討会において最大クラスの
地震・津波モデルの設定方針等の検討を進めているところで
ある。

b.中部圏・近畿圏直下地震

中部圏および近畿圏の内陸直下で発生する地震について、
中央防災会議専門調査会では、大都市、工業地帯、文化財保
護等の観点から影響の大きい地域にある活断層を震源とす
る地震、および活断層は確認されていないが、大都市地域の
直下を震源とするM6.9の想定地震として、中部圏で五つの地
震動、近畿圏で八つの地震動を応急対策の検討対象としてい
る。同13類型の地震動について、平成19年（2007年）11月1日
に人的・建物被害について、平成20年（2008年）5月14日に経
済等被害について、被害想定を取りまとめている。

⑵火山災害対策

先述のとおり、日本は、環太平洋火山帯に位置する火山
国であり、世界的にみても多くの火山が分布している（次頁 
図2）。過去には、天明3年（1783年）の浅間山、寛政4年（1792
年）や平成3年（1991年）の雲仙岳、安永8年（1779年）や大正
3年（1914年）の桜島等の活発な火山活動により、甚大な被害
が発生しており、18世紀以降の約300年間に、死者・行方不明
者が10名以上発生した噴火災害が21件発生し、14年に1回程
度の割合となっている。

近年では、火山活動の活発化が指摘されており、平成26年
（2014年）9月27日に発生した、長野・岐阜県境に位置する御
嶽山の噴火では、噴火に伴い飛散した噴石等により、火口周
辺で多数の死傷者が生じた。

また、平成27年（2015年）5月29日には、鹿児島県口永良部
島の新岳において、爆発的な噴火とこれに伴う火砕流が発生
し、噴火警戒レベルが3（入山規制）から5（避難）に引き上げら
れ、現在でも一部地域での避難指示が継続している。

上記の火山活動の状況を踏まえ、従前から火山災害対策
が進められてきた。昭和47年（1972年）の桜島南岳の噴火に
より、降灰による農作物への被害や、爆発による空震、赤熱噴
石の飛散等の被害が生じたことを受けて、「活動火山周辺地
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域における避難施設等の整備等に関する法律（昭和48年法
律第61号）」が制定され、避難施設等の整備が図られ、また、
昭和53年（1978年）には、法律名を「活動火山対策特別措置
法」と改め、降灰除去事業の促進や、農業経営施設に加えて林
業・漁業経営施設の整備についても規定しており、ハード面で
の活動火山の災害対策が強化されてきた。

ソフト面での対策としては、平成20年（2008年）3月19日に
「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」が取りまと
められ、火山防災協議会の設置、噴火警戒レベルの導入、具
体的・実践的な避難計画の策定などの取り組みが示された。 
また、東北地方太平洋沖地震の発生により、大規模災害を
想定することの重要性が認識されたことを踏まえ、平成25年

（2013年）5月16日には、「広域的な火山防災対策に係る検討
会」において、大規模火山災害における大規模な溶岩流・火砕
流・融雪型火山泥流および降灰対策、専門家の知見の活用と
臨時的な観測体制の強化、監視観測・調査研究体制の強化
等に係る課題と対策を取りまとめた「大規模火山災害対策へ
の提言」が提出された。同提言において、大規模火山災害時の

応急対策の対処方針の作成が示されたことを受けて、平成26
年（2014年）3月に中央防災会議主事会議において、「火山防
災応急対策対処方針」が決定され、警戒段階からの対応体制
の整備や各段階における活動方針等が示された。

先述の平成26年（2014年）9月に発生した御嶽山の噴火を
受けて、災害から得られた教訓を今後の火山防災対策のさ
らなる推進につなげるため、中央防災会議「防災対策実行会
議」の下に「火山防災対策推進ワーキンググループ」を設置
して検討を行い、平成27年（2015年）3月には「御嶽山噴火 
を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」が
取りまとめられた。この報告においては、御嶽山噴火および
我が国の火山防災対策に関する現状と課題を整理するとと
もに、火山防災対策を推進するための仕組み、火山監視・観
測体制、火山防災情報の伝達のほか、退避壕の整備等を組
み合わせた適切な避難方策、火山防災教育・知識の普及、
研究体制強化や専門家の育成等についての提言がまとめら
れた。

: 110

:
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N28°

N24°

E140° E144°

50

【図２】我が国の活火山の分布（出典：内閣府ＨＰ）
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同報告を踏まえ、平成27年（2015年）7月に、警戒避難体制
の充実等を内容とする「活動火山対策特別措置法」の改正が
成立している。平成27年（2015年）12月10日に同法が施行さ
れたことを受けて、内閣総理大臣から中央防災会議に対して、

「活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針」の
策定および「火山災害警戒地域」の指定について諮問があり、
平成28年（2016年）2月16日の中央防災会議からの答申を受
けて、同月22日に基本指針を策定および警戒地域を指定した
ところである。今後、当該警戒地域に指定された地域において
は、関係機関からなる火山防災協議会を組織して、噴火シナリ
オ、ハザードマップ、避難計画等の警戒避難体制の整備に関す
る事項を協議することとなる。

⑶水害対策

我が国は、台風や前線活動等の気象条件、国土の約3分の
2を山地が占める急峻な地形や急勾配で河口からの距離が短
い河川等の地理的条件、都市の多くが沖積平野に位置し、国
土の約10%の想定氾濫区域に人口の半分が集中していると
いった社会的条件から、洪水、土砂災害、高潮、風害等が発生
しやすい国土となっている。また、アジアモンスーン地帯に位
置することから、世界でも有数の多雨地帯であり、年間平均降

水量は、世界平均の約2倍となっており、さらに、長期的な趨勢
として、1時間降水量が80mm以上の記録的な雨が増えてお
り、全国的に豪雨が増加傾向にある（図3）。

上記の国土条件から、我が国では毎年のように豪雨や台
風による被害が発生しており、平成7年（1995年）から同26年

（2014年）の20年間における風水害による死者・行方不明者
は1,275名であり、年平均約64名となっている。また、これまで
に設置された政府の非常災害対策本部31のうち、台風または
豪雨によるものは12本部となっており、地震によるもの11本部
と同程度で最も多くなっている（そのほか、火山噴火によるも
のが6本部、豪雪によるものが2本部、その他1（地震と火山噴
火の同時1本部を含む））。

上記のとおり、我が国においては、歴史的に大規模な水害
が発生しており、特に近年は、大雨の発生頻度が増加傾向に
あることや、地球温暖化による大雨の頻度の増加や海面水位
の上昇など、防災面から懸念される予測が出されていること、
さらに、平成17年（2005年）に米国においてハリケーン・カト
リーナによる高潮被害が発生したように、世界的に大規模な
水害が発生していることを踏まえ、平成18年（2006年）6月2日
に、中央防災会議に大規模な水害を対象とした初めての専門
調査会である「大規模水害対策に関する専門調査会」を設置

【図３】豪雨の増加傾向（出典：内閣府「日本の災害対策」）

豪雨の増加傾向　Increasing Tendency of Torrential Rainfall

・1時間降水量の年間発生回数　Annual number of occurrences per level of hourly rainfall
・全国約1300地点のアメダスより集計した1000地点あたりの回数としている
Tabulated from AMeDAS figures for 1,300 measurement points nationwide indicates 
number of occurrences per 1,000 measurement points
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した。同調査会では、平成20年（2008年）に、首都地域に甚大
な被害を発生させることが想定される利根川、荒川での堤防
の決壊等による水害を対象に、複数のケースについての被害
想定を公表している。また、当該被害想定や既往の大規模水
害を踏まえ、平成22年（2010年）4月には、「大規模水害対策に
関する専門調査会報告」が取りまとめられた。同報告において
は、まず、大規模水害時の被害事象の特徴と課題として、広大
な面積が浸水して浸水区域内人口が多数に及ぶ場合がある
こと、地下空間を通じて短時間で広範囲に浸水が拡大する可
能性があること、電力供給施設や排水施設の浸水による機能
停止により、ライフラインが途絶する可能性があること、氾濫
流の到達時間に地域によって差があること、等が指摘されて
いる。次に、当該特徴と課題を踏まえ、実施すべき対策として、
広域避難体制の確立、地下空間等の止水対策、病院等の施設
の避難計画等対策、地域住民による避難訓練参加等の防災
力充実、民間企業の事業継続計画、氾濫抑制のための土地利
用等が示された。

また、同報告において、国や地方公共団体等の各機関が、被
害の様相や対策の進捗状況等について認識を共有して一体
となって対策を行うため、各主体が行なうべき対策を明確化
した大綱を策定する必要性が示されたことから、中央防災会
議では、平成24年（2012年）9月に、「首都圏大規模水害対策
大綱」を策定し、大規模水害が発生する場合の迅速な避難行
動を促すための対策を進めている。

最近では、「平成27年9月関東・東北豪雨」により、関東地
方から東北地方にかけて鬼怒川の決壊等の大規模な水害が
発生し、人的被害や多数の住家被害が生じた。この災害を踏
まえ、政府では、人命保護や重要機能の維持のために必要な
避難・応急対策の強化を検討するため、平成27年（2015年）
10月26日、中央防災会議「防災対策実行会議」の下に、「水害
時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」を設置した。
同ワーキンググループでは、①河川氾濫における避難勧告
等の発令の時期・区域の設定、屋内の安全確保、市町村域
を超えた避難のあり方、②事態の進展に応じた被災者への 
情報提供の内容・伝達方法等のあり方、③被災自治体等の
応急対策への支援、④避難生活、物資支援、医療サービスの
確保、廃棄物処理等の環境整備と生活再建早期化、⑤ボラ
ンティアの受け入れ円滑化、継続的な支援等の連携・協働に
ついて、⑥地方公共団体首長および職員の研修・訓練や自
助・共助の取り組み推進による地域の防災力向上等の論点
について検討を進めており、平成27年（2015年）度中に報告
を取りまとめる予定である。

３．民間部門との連携に関する取り組み
前章のとおり、政府としては、各種の災害の教訓や最新の 

知見を踏まえて、災害対策の不断の検討を進めているが、国
および地方公共団体による「公助」には限界があり、国民や企
業が自らの生命、安全・財産を自ら守る「自助」、地域の人々、
企業、ボランティア、関係団体等が協働して地域の安全を守る

「共助」との連携により、多様な主体の協働による防災力の
向上が重要である旨認識されており、東日本大震災の対応の
検証、教訓の総括を行う中央防災会議「防災対策推進検討会
議」の最終報告においても、その重要性が指摘されている。

以下では、上記の点を踏まえ、民間部門との連携に関する
取り組みについて紹介する。

従前より、災害被害の軽減のための「自助」・「共助」の重要
性は認識されており、平成17年（2005年）7月26日に、中央防災
会議に「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する専門
調査会」が設置されている。

同調査会において、国民運動の推進に関する基本方針につ
いて検討を進め、平成18年（2006年）4月21日の中央防災会議
において、「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基
本方針」を決定した。同基本指針においては、国民運動の展開
にあたり、防災活動へのより広い層の参加の確保、正しい知
識の提供が必要であり、さらに、防災知識を身につけ、防災意
識を持った参加者が、企業や家庭において防災のための投資
を促進し、幅広いネットワークを組織することの必要性が指摘
されている。その上で、基本的な方針として、防災訓練・耐震補
強の取り組み・防災教育等の防災活動への幅広い参加、様々
な媒体による正しい知識の提供、企業や家庭における安全へ
の投資の促進、地域社会、企業、大学、学校等の様々な機関に
よる幅広い連携の促進、各界各層における具体的な行動の継
続的な推進のための枠組み形成等が示された。

また、災害時における我が国社会や経済の安定性の確保お
よび海外からみた我が国企業の信頼性向上の観点から、企業
において災害時の事業活動の継続を図る事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）の策定、および平時における取り組みとなる事業継続マネ
ジメント（ＢＣＭ）を推進することは極めて重要であり、企業が
ＢＣＰを策定・運用する際の指針となる「事業継続ガイドライ
ン」（平成17年（2005年）8月第一版策定、平成21年（2009年）
11月第二版、平成25年（2013年）8月第三版へ改訂）や、同ガイ
ドラインの解説書、英語版を作成しており、また、企業の事業
継続計画の策定事例を取りまとめて公表している。

先述のとおり、我が国は、各種災害の多発する国土条件に
あることから、企業には先進的な防災技術が蓄積されている。
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平成27年（2015年）3月に宮城県仙台市において開催された
第3回国連防災世界会議（議長：防災担当大臣）においては、
新たな国際的な防災の取り組み指針である「仙台防災枠組
2015－2030」が採択された。同枠組みにおいても、企業等団体
は、事業継続を含む災害リスク管理をビジネスモデルや慣行
に統合すること、従業員や顧客の意識啓発と訓練に従事する
こと、災害リスク管理のための研究、革新、技術開発に従事・
支援すること、等の企業の役割が明記されている。

さらに、民間との連携に係る最近の取り組みして、平成27
年（2015年）9月に、国民の防災意識の向上を図るため、経済
界・労働組合、地方公共団体、教育界、学術界、メディア、医療・
福祉関係、消防関係、障害者団体、女性団体など各界各層の
団体が参加する「防災推進国民会議」（内閣総理大臣主催）
が設置され、同月17日に第1回会合が開催されている（図4）。 
同会議においては、防災に関する取り組みの情報共有、成果
報告、意見交換を行うほか、統一的な普及啓発資料の作成
や、政府が実施する全国規模の国民の防災意識の醸成・向上
を図るための事業、活動等について、事業等の共催、周知（告
知）、参加等の積極的な協力、ウェブサイト「ＴＥＡＭ防災ジャ
パン」を通じた情報発信等を行うこととしている。

４．おわりに
平成28年（2016年）3月11日で、国内観測史上最大の地震

と、広範囲に及ぶ津波、そして原子力発電所事故との複合災
害となった東日本大震災の発災から5年を迎える。上記のとお
り、政府としては引き続き、同震災の教訓を踏まえ、従前の災
害対策の強化・充実に取り組んでいる。

我が国は、歴史的に各種の災害に見舞われ、そのたびに 
災害対応の教訓や最新の科学的知見を踏まえて、総合的な
対策を重ねてきたところであり、今後も不断の取り組みが必要
である。政府としても災害対応に全力を挙げるが、災害対応に
は国と地方自治体、地域住民の方々など、関係者すべてが
連携して災害に備えることが重要と考えており、幅広い層の
防災意識の向上が不可欠である。

最後に、今後の災害対策の方向性を検討する取り組みを紹
介して、本稿を終えたい。

近年、気候変動に伴い、極端な雨の降り方が顕在化するな
ど、多様な自然災害における激甚化が指摘されている。気候
変動の影響に備えるため、国、地方公共団体に加え、とりわけ
国民、企業の目線で必要な対策について議論が必要であり、
平成27年（2015年）12月に、幅広い分野の第一人者から構成
される「『防災4.0』未来構想プロジェクト」を設置し、検討を始
めたところである。「防災4.0」においては、我が国の防災対策
の大きな転換点となった伊勢湾台風（1959年）、阪神・淡路大
震災（1995年）、東日本大震災（2011年）に続く、気候変動を
踏まえた今後の新たな防災・減災対策について、社会全体で 
災害リスクへ備える取り組みを促進することを目的として、
検討を進めている。

今後、各機関の方が災害対策を推進するにあたり、本稿が
政府の取り組みの現状を認識するための一助となれば幸いで
ある。

以上

【図４】第1回防災推進国民会議の様子（平成27年（2015年）9月17日）（出典：首相官邸ＨＰ）

政
府

の
災

害
対

策
の

取
り

組
み

と
課

題
に

つ
い

て



9　RMFOCUS Vol.57

１.はじめに
2015年11月30日から12月12日にかけて、フランスのパリにて、

COP21（国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議、通称「パ
リ会議」）が開催された。パリ会議は、1997年に採択された京都
議定書以来となる、新たな法的拘束力をもつ合意を採択するこ
とが期待されていた会議であり、数年をかけてパリ会議の成功に
向けた交渉が続けられてきた。そして会期を1日延長した交渉の
結果、アメリカや中国等の主要排出国を含むすべての国が参画
し、かつ法的拘束力をもつ「パリ協定（Paris Agreement）」の
採択に至った。このパリ協定は、「地球の平均気温上昇を産業革
命前の水準に比べて2℃よりはるかに低い水準に抑え、1.5℃に
抑制する努力をする」ことを目的に掲げ、すべての国が自国の削
減目標1）を5年ごとに提出・更新することが盛り込まれた。

本稿では、このパリ協定を理解するための基礎知識として、ま
ず気候変動の緩和と適応について解説し、ポイントと課題、主要
国の削減目標、我が国の今後の対応について触れた後、本協定
が企業経営にもたらすリスクと機会について考察する。

２．パリ協定を理解するための基礎知識
　～気候変動の緩和と適応～

我が国では、『地球温暖化』（“Global Warming”）という用語
が、従来から頻繁に使われてきた。しかし、パリ会議も含めこれ
までに21回開催された「気候変動枠組み条約締約国会議」では、

『地球温暖化』ではなく『気候変動』（“Climate Change”）とい
う用語が会議名に使われている。我が国では、地球温暖化によ
る平均気温の上昇のみがクローズアップされる傾向にあるが、
気候変動とはそれだけではなく、降水パターンの変化や海水面
の上昇、また一時的な寒波の襲来等の様々な気候の変動が含ま

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
環境グループ
シニアマネジャー・上席コンサルタント　猪

い か り

刈 正
ま さ と し

利

～強さとしなやかさ、持続可能な社会をめざして～

COP21・パリ協定が
もたらすリスクと機会
～「気候変動の緩和と適応」がキーワード～

れる。さらにこれらの国際会議では、『気候変動の緩和と適応』と
いう用語が常用されているが、我が国では、地球温暖化防止とい
う側面のみでとらえていたため、必ずしもその理解が十分ではな
かったかもしれない。

次頁図１に示すように、気候変動に伴う様々な影響を防ぐため
に、我が国をはじめ各国で進めている対策は、大きく「緩和策」と

「適応策」に分けられる。緩和策は、省エネルギーや再生可能エ
ネルギー導入等による温室効果ガスの排出削減や、森林等の吸
収源の増加等で気候に対する人為的影響を抑制する対策を意
味する。一方、適応策は、気候変動がもたらす水資源、食料、生物
多様性等への様々な影響に対して人や社会、経済のシステムを
再構築することで影響を軽減しようという対策を意味する。

３．パリ協定のポイントと課題
パリ協定は前文および1条から29条で構成されているが、その

ポイントは次頁表１のとおりで、例えば2条、4条、そして7条ほか
に、「緩和」および「適応」という用語が頻出している。

一方、本協定の課題は次頁表２のとおりである。このよう
に、あくまでも国際的な気候変動の緩和策と適応策に関する
フレームワークを構築しただけであり、表１の2条①に掲げた
2/1.5℃目標を本当に達成できるのかどうかは、今後の運営次
第ともいえる。
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【図１】 気候変動と緩和策・適応策の関係
（出典：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気候変動とその影響』
（2012年度版）2013年3月、文部科学省 気象庁 環境省）

2条 目的
①地球の平均気温上昇を産業革命前の水準に比べて2℃よりはるかに低い水準に抑え、1.5℃に抑制する努力をする
②気候変動の悪影響へ適応する能力を向上させる
③資金の流れを変え、気候変動を緩和し、適応する開発につなげる

4条

緩和策
（中長期目標）

可能な限り早期に世界の排出量を頭打ちにし、その後速やかに減少させる。そして今世紀下半期に温室効果ガスの
人為的な排出と人為的な吸収をバランスさせる

緩和策
（国別削減目標）

主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出・更新する（注：目標を達成するための措置をとることは義
務付けられたが、京都議定書と異なり、数値目標そのものの達成は義務付けられていない）

6条 市場メカニズム 緩和の結果を国際移転する（いわゆる二国間の排出量取引のような）市場メカニズムの活用も盛り込まれた

7条 適応策 適応の国際目標を設定し、各国の適応計画の実施と適応報告書の提出、および定期的更新を行う

8条 損失と損害 損失と損害を回避し、最小化し、対応することの重要性を認識する。具体的には、早期警告システム、緊急時準備、リ
スク評価と管理、保険的解決、非経済的な損失、コミュニティの強靭性（きょうじんせい）などが挙げられる

9条 資金 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供する

10条 技術移転 技術開発および移転を完全に実現することの重要性に関する長期的視点を共有する

14条 国際的な評価 締約国会議において、この協定の目的および長期目標の達成に向けた全体的な進捗を評価するため、協定の実施を
定期的に確認する

21条 発効要件 世界総排出量の55％以上の排出量を占める55カ国以上の締約国がこの協定を締結した日の30日後に効力を生じる
（出典：参考文献2）、参考文献3）ほかを基にインターリスク総研作成）

【表１】パリ協定のポイント

課題1

国際エネルギー機関（IEA）によれば、各国が削減目標を
達成したとしても、地球の平均気温は21世紀末までに約
2.7℃上昇する見込み4）であり、パリ協定が掲げた1.5～
2.0℃の目標の達成は容易ではない

課題2

各国の削減目標（削減目標の概要は後述）は5年ごとの
提出・見直しが義務付けられたが、同数値目標の達成が
義務付けられていないため、実際、どのくらい温室効果
ガスが削減されるのか懸念される

課題3

アメリカほかの今後の政策の変化（例：ブッシュ政権は京
都議定書を批准せず）により、発効要件を満たしてパリ
協定がいつ発効されるのか懸念される。なお環境省の情
報に基づけば、パリ協定が発効するのは順調にいっても
2018年の見込み5）

【表２】パリ協定の課題

（インターリスク総研作成）

先進国

米国 2025年に26～28%削減（2005年比）

EU 2030年に少なくとも40%削減（1990年比）

ロシア 2030年に25～30%削減（1990年比）

日本 2030年度に2013年度比26.0%削減（2005年度比25.4%削減）

途上国

中国 2030年までにGDP当たりCO2排出量60～65%削減（2005年比） 
2030年前後にCO2排出量のピーク

インド 2030年までにGDP当たり排出量33～35%削減（2005年比）

【表３】主要排出国の温室効果ガスの削減目標

（出典：参考文献5）を基にインターリスク総研作成）
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４．主要国の削減目標
パリ会議のルールに基づき、パリ会議開催前に提出された主

要国の削減目標は前頁表３のとおりである。我が国は、2015年7
月17日に地球温暖化対策推進本部を開催し、2030年度に2013
年度比26.0％削減する目標を提出している。なお「第四次環境
基本計画」において、2050年までに80％の削減を目指すことを、
2012年4月27日、既に閣議決定している。

５．我が国の今後の対応
以上で解説したパリ協定の採決を受けて、2015年12月22日、 

地球温暖化対策推進本部の会合6）が開催され、前頁表３に示し
た我が国の削減目標達成に向けて着実に取り組むことが再確
認された。これらを踏まえ2016年春までに、「地球温暖化対策計
画」、「政府実行計画」、および「エネルギー・環境イノベーション
戦略」を策定することが決定された。さらに国民各界各層が一
丸となって地球温暖化対策に取り組むため、政府が旗振り役と
なって地球温暖化防止国民運動を強化することも決定された。

６．パリ協定がもたらすリスクと機会

⑴緩和策に関連するリスクと機会

前述の「エネルギー・環境イノベーション戦略」を取りまとめる
ワーキンググループの初会合が、2015年12月15日開催され、温室
効果ガスの抜本的削減を実現する革新技術として、新エネ（次世
代地熱発電・太陽光発電）、蓄エネ（次世代蓄電池、水素エネル

ギー）、省エネ（次世代パワーエレクトロニクスほか）、およびCO2

固定・原料化が例示されている7）。このような革新技術を開発し、
国内のみならず海外にも技術移転（前頁表１パリ協定10条：技
術移転にも合致）ができれば大きなビジネスチャンスとなる。一
方で、温室効果ガスのさらなる削減に向けエネルギー・環境関連
の法規制は、今後、ますます強化される傾向にあり、その順守の
ためコストや設備投資の増加が企業収益に無視できない影響を
与えるものと考えられる。

⑵適応策に関連するリスクと機会

パリ会議の開催に先立ち、2015年11月27日、「気候変動の影響
への適応計画」8）が閣議決定された。その中で、分野別施策とし
て表４が挙げられている。前述のとおり、我が国では緩和策（温
室効果ガスの排出削減）のみが注目されていたが、今後は、まず
は自社への気候変動の影響を軽減するためのリスクマネジメン
トの一環としての適応策についての認識を深め、必要な対策を講
じることも重要となる。一方、表４の適応策は、新たな社会的な
ニーズ、すなわちビジネスチャンスともいえる。以上のとおり適応
策に関しても、守り（リスクマネジメント）と攻め（ビジネスチャン
ス）の二側面で検討する必要がある。

⑶市場メカニズムに関連するリスクと機会

パリ協定6条（前頁表1）には「市場メカニズムの活用」が明記
された。京都議定書が発効した今世紀当初は、国内外で排出量
取引が盛んに行われていた時期もあった。しかし我が国では、そ
の後2011年3月11日の東日本大震災の発生もあり、その当時と比
べれば排出量取引のニーズは急速に低下したが、今回のパリ協
定を受けて、国際的にも、また国内でも排出量取引への関心が、

分野 影響 適応策

農業、森林・林業、水産業 高温による一等米比率の低下や、りんご等
の着色不良等

水稲の高温耐性品種の開発・普及、果樹の優良着色系品種
等への転換等

水環境・水資源 水温、水質の変化、無降水日数の増加や積
雪量の減少による渇水の増加等

湖沼への流入負荷量低減対策の推進、渇水対応タイムライ
ンの作成の促進等

自然生態系 気温上昇や融雪時期の早期化等による植
生分布の変化、野生鳥獣分布拡大等

モニタリングによる生態系と種の変化の把握、気候変動への
順応性の高い健全な生態系の保全と回復等

自然災害・沿岸域
大雨や台風の増加による水害、土砂災害、
高潮災害の頻発化・激甚化等

施設の着実な整備、設備の維持管理・更新、災害リスクを考
慮したまちづくりの推進、ハザードマップや避難行動計画策
定の推進等

健康 熱中症増加、感染症媒介動物分布可能域
の拡大等

予防・対処法の普及啓発等

産業・経済活動 企業の生産活動、レジャーへの影響、保険
損害増加等

官民連携による事業者における取り組み促進、適応技術の
開発促進等

国民生活・都市生活 インフラ・ライフラインへの被害等 物流、鉄道、港湾、空港、道路、水道インフラ、廃棄物処理施
設、交通安全施設における防災機能の強化等

【表４】気候変動の影響への適応計画：分野別施策

（出典：参考文献9）を基にインターリスク総研作成）
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再度、高まるものと予想される。加えて、炭素税の導入議論も再
燃する可能性もある。なお、今回のパリ会議の期間中、産業界、自
治体、市民団体等のNGO/NPOが、会場内外で様々な関連イベ
ント（例：カーボンプライシング・サイドイベント、炭素市場プラッ
トフォーム・サイドイベント）を開催し、世界の低炭素化に向けて
発信がなされた5）。以上から、今後、カーボンプライシング、具体
的には排出量取引や炭素税等が仮に導入された場合の、自社の
リスクやビジネスチャンスについても検討する必要がある。

⑷金融（資金）面に関連するリスクと機会

パリ協定2条（目的）には、「③資金の流れを変え、気候変動を
緩和し、適応する開発につなげる」ことが明記された。一方、今回
のパリ会議の以前から、金融（資金）の流れを変えて、気候変動
問題に対峙していこうという取り組みとして、国際的には責任投
資原則（PRI）10）やCDP11）、そして我が国でも21世紀環境金融原
則12）等が既に発足し、年々、その影響力が増してきている。そのよ
うな潮流の一環として、“座礁資産（Stranded Assets）”や“ダイ
ベストメント（divestment）”という概念13）も注目されている。“座
礁資産”とは環境や状況の変化により価値が毀損した資産のこ
とであり、特に石炭等の化石燃料資産については、将来的に温室
効果ガスの排出規制が強化されることで使用できない「座礁資
産」となるリスクがある。このような背景を踏まえ、中央銀行、機
関投資家、証券取引所等が、企業に対して気候変動リスク等の
情報公開を求めたり、化石燃料に係る企業への “ダイベストメン
ト”（投資を中止したり、保有している資産を売却すること）を行う
ことを宣言している。

以上のとおり、温室効果ガスを多量に排出する石炭等の化石
燃料資産やビジネスは、金融（資金）面からリスクにさらされる可
能性がある。一方、前記（1）のような緩和策として有効な革新技
術を事業化する場合は、金融（資金）面からの支援が得られやす
い傾向になると予想する。

7．おわりに
既報14）のとおり、組織の環境マネジメントの体制・仕組みを定

めたISO14001：2015年版は、2015年9月15日、国際規格として発
行された。新規格では、環境方針に必要に応じて「気候変動の緩
和および気候変動への適応」を盛り込み、そして「リスクおよび
機会への取り組み」が強化されている。従って、本新規格を環境
CSR経営の一つのツールとして活用し、「気候変動の緩和と適
応」を「リスクおよび機会」の側面から再考（熟考）することも推奨
したい。                      

  
以上
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企業のテロ対策を考える
～近年のテロを踏まえて～

１.はじめに
近年、世界各地においてテロが相次いで発生している。2013年

1月に発生したアルジェリアにおける日本企業をターゲットにした
テロがいまだ記憶に新しいが、2015年から2016年にかけては、フ
ランス・パリや、インドネシア・ジャカルタなど、日本人居住者や観
光客が多い地域においてもテロが発生した。また、ＩＳ（イスラム
国）が機関紙において日本を含む複数国を攻撃対象とする声明
を発表し、テロへの危機感が一層高まっている。

特に、海外に進出している企業においては、テロから自社の駐
在員・出張者を守るための安全対策の整備・強化を検討されてい
ることだろう。本稿では、近年の主なテロの傾向と、企業が講じる
べき対策について解説する。

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
CSR・法務グループ
主任コンサルタント　　冨

と が し

樫 容
よ う こ

子

２．近年の主なテロとその傾向
⑴発生件数

米国国務省の”Country Reports on Terrorism” 1）による
と、世界各地におけるテロの発生件数、死者数および負傷者数
は、2012年以降増加傾向にある（図１）。2014年において最もテ
ロ行為を多く行った組織は、ＩＳの1,083件（前年429件）、次いで
タリバン894件（前年648件）、アル・シャバブ497件（前年196件）、
ボコ・ハラム453件（前年217件）となっている。テロ組織全体とし
て件数が増加していることがわかるが、特にＩＳによるテロの件
数が突出している状況にある。

　　　　　　　　

⑵発生地域

2012年以降のテロ発生件数上位5カ国には大きな変化はな
く、依然として中東・西アジア地域における発生件数が多い傾向
にある（次頁表１）。

【図1】テロ発生件数・死者数・負傷者数の推移
（出典：U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism 2012-20141)を基にインターリスク総研作成）
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企業のテロ対策を考える

また、日系企業が多く進出するインドやフィリピンにおいてもテ
ロ発生件数が多い。インドにおいては、イスラム武装組織がパキス
タン国境のカシミール州を中心に潜伏しており、当該地域におい
て多数のテロが発生している。近年では、都市部においてもテロが
散発的に発生している。フィリピンにおいては、ミンダナオ島を中
心に多数のイスラム系武装組織が潜伏し、テロに関係している。過
去には日系企業の施設が襲撃される事件も発生している。

次頁表２は日本政府の発表およびマスコミ報道を基に2011
～2016年に発生した主なテロの概要を整理したものであるが、
2015年は外務省の「危険情報」におけるレベルがそれほど高くな
い国・地域においてもテロが発生しており、テロ組織の活動地域
が多様化している。

⑶実行犯

近年のテロの実行犯としては、イスラム系テロ組織が大多数を
占めている。ＩＳによるテロは数多く報道されているが（表２の青
い網掛け部分参照）、そのほかにも、タリバンやアルカイダ、ボコ・
ハラムなど数多くの組織のテロ行為が報告されている。

特に近年のテロの特徴としては、このようなイスラム系テロ組
織に影響された一般市民がテロ行為を行うケースの増加である。
例えば、表２の2015年1月のフランスにおけるシャルリー・エブド
社襲撃事件や、2015年2月のデンマークにおける銃撃事件などが
挙げられる（表２の黄色い網掛け部分参照）。このようなテロリス
トは「ホームグロウン・テロリスト」と呼ばれている。公安調査庁に
よると、ホームグロウン・テロリストとは「一般的に、欧米諸国に居
住する者で、『アルカイダ』などの唱える主義主張に感化されて過
激化し、居住国でテロを行う者」とされている。一般市民がテロリ
スト化するケースであるため、その存在を事前に把握することや、
テロ行為を未然に防ぐことが極めて困難と考えられている。

⑷テロの標的

米国国務省の”Country Reports on Terrorism”によると、
従来よりテロの標的として警察や軍、政府関連の建物の件数が
多いことが示されているが、表２の事例からもわかる通り、繁華
街や商業施設など、人が集まる場所であればどこでも対象となる
可能性がある。

３．企業が講じるべきテロ対策
前述の通り、近年テロの発生件数はますます増加しており、そ

の対象となる地域や、実行犯も多様化する傾向にある。そのた
め、進出地域の事前調査などの予防策を主体としたテロ被害の
回避は従来以上に困難になってきており、世界のどの国・地域に
おいても、被害に遭う可能性があることは否定できない。企業と
しては、テロの発生を想定して以下のような対策を講じることに
より、従業員の安全確保およびテロに遭遇した場合の被害の最
小化に努めていくことが求められる。

⑴広範な情報ソースからの情報収集

進出先および周辺地域の治安や政情、外交関係等に関する情
報を収集し、許容困難なリスクがある場合にはあらかじめ対応を
検討しておくことが重要である。外務省等が発信する情報だけで
はなく、現地メディアや現地従業員からの情報など、情報ソース
は広範に確保しておくことが求められる。

⑵駐在員・出張者への安全対策の周知

テロから身を守るのは、駐在員・出張者自身にほかならない。
企業としては、テロ発生時に駐在員・出張者が適切な行動をでき
るよう、安全対策を周知しておくことが重要である。

＜安全対策（例）＞
・外見・行動で目立たないようにする
・狙われやすい政府・軍の施設、ホテル、商業施設等には極

力近寄らない（やむを得ず立ち入る場合は長居しない）
・近くで爆破音がした場合、可能な限り現場から離れ、人が

常時集まらない安全な場所に避難をする。テロリストに遭
遇した場合、ただちに物陰に隠れる、伏せるなど標的にな
らないよう行動する

安全対策は、マニュアルを作成する、渡航前に研修を行うなど
の方法で周知することが有効である。また、駐在員・出張者だけ
ではなく、帯同家族に対しても周知しておくことが望まれる。

2014年 2013年 2012年

発生国 件数 発生国 件数 発生国 件数

1 イラク 3,370 イラク 2,495 パキスタン 1,404

2 パキスタン 1,821 パキスタン 1,920 イラク 1,271

3 アフガニスタン 1,591 アフガニスタン 1,144 アフガニスタン 1,023

4 インド 763 インド 622 インド 557

5 ナイジェリア 662 フィリピン 450 ナイジェリア 546

【表１】テロ発生件数上位5カ国

（出典：U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism 2012-20141)を基にインターリスク総研作成）

企
業

の
テ

ロ
対

策
を

考
え

る



15　RMFOCUS Vol.57

発生年月 国 概要 実行犯

2016年2月 トルコ アンカラの軍の参謀本部や国会等が集中する地域において、爆弾
テロが発生

クルド系武装組織の犯行声明あり

2016年1月 インドネシア ジャカルタにおいてスターバックス等の商業施設において、連続爆
弾テロと銃撃戦が発生

ＩＳによる犯行声明あり

2015年12月 アメリカ カリフォルニア州サンバーナディーノにある障害者支援施設におい
て、銃の乱射事件が発生

ＩＳに忠誠を表明する夫婦

2015年11月 フランス パリ市街と郊外のサン＝ドニ地区の商業施設等において、銃撃お
よび爆発が同時多発的に発生

ＩＳメンバー

2015年10月 エジプト ロシアの航空機が墜落する事件が発生 ＩＳによる犯行声明あり

2015年10月 トルコ アンカラ駅付近において、連続爆弾テロが発生 ＩＳメンバーとシリア渡航歴がある男

2015年10月 オーストラリア ニューサウスウェールズ警察本部前で警察職員がイラン出身の少
年に射殺される事件が発生

イラン出身のオーストラリアに帰化し
たスンニ派の少年

2015年10月 バングラデシュ バングラデシュ北部で日本人男性がＩＳ関連組織を名乗る武装集団
に射殺される事件が発生

ＩＳによる犯行声明あり

2015年8月 タイ バンコクのパトゥムワン区の交差点において、爆弾テロが発生 トルコ籍の男など5人

2015年3月 チュニジア チュニスのバルド国立博物館を武装した男が襲撃する事件が発生 イスラム過激派組織「アンサール・ア
ル＝シャリーア」のメンバー

2015年2月 デンマーク コペンハーゲン中心部のユダヤ教会堂付近において、銃撃事件が
発生

ＩＳ等に影響された男性

2015年1月 フランス 風刺週刊誌を発行している「シャルリー・エブド」本社を武装した男
が襲撃する事件が発生

アルジェリア系フランス人の兄弟

2014年12月 パキスタン パキスタンの軍事学校をパキスタン・タリバン運動に所属する7人
が襲撃する事件が発生

パキスタン・タリバン運動のメンバー

2014年10月 カナダ オタワの連邦議会議事堂等において銃乱射事件が発生 イスラム過激派を信奉する男性

2014年9月 シリア アレッポにおいて、日本人2名が過激派組織ＩＳとみられる武装集団
に拘束・殺害される事件が発生

ＩＳとみられる武装集団のメンバー

2014年4月 ナイジェリア ボルノ州の公立中高一貫女子学校から276名の女子生徒が拉致さ
れる事件が発生

イスラーム過激組織ボコ・ハラムの
犯行声明あり

2013年10月 ミャンマー ヤンの高級ホテルにおいて、客室内に仕掛けられた爆発物が爆発
する事件が発生

不明

2013年10月 中国 天安門前の歩道に自動車が突入し、炎上する事件が発生 東トルキスタン・イスラム運動の
メンバー

2013年9月 ケニア ナイロビにある大型の商業施設を武装グループが襲撃する事件が
発生

アル・シャバブの犯行声明あり

2013年4月 アメリカ ボストンマラソンのレース中、ゴール付近の広場において連続爆弾
テロが発生

チェチェン人移民の兄弟2名

2013年1月 アルジェリア イスラム系武装集団が、イナメナス付近の天然ガス精製プラントを
襲撃する事件が発生

イスラム過激派の「血盟団」の
メンバー

2011年1月 ロシア モスクワ国際空港において爆弾テロが発生 チェチェン分離独立派武装勢力の犯
行声明あり

【表２】2011～2016年に発生した主なテロ

■・・・ＩＳによるテロ
■・・・ホームグロウン・テロリストによるテロ

（日本政府の発表およびマスコミ報道を基にインターリスク総研作成）
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【表3】自社拠点・施設のセキュリティに関する要件（例）

【表4】緊急時対応計画におけるテロ発生時の主な対応事項

⑶自社拠点・施設のセキュリティ強化

進出先における自社拠点・施設においては、テロリスクを軽減
できるよう、セキュリティを確保しておくことが重要である。セキュ
リティに関する要件を明確にした上で、当該項目を満たすような
拠点を選定するとともに、既存の自社拠点・施設が要件を満たさ
ない場合はセキュリティ強化を図ることが求められる（表3）。

合わせて、拠点・施設内の情報セキュリティを確保しておくこと
も重要である。過去には、海外拠点への役員の来訪予定が現地
従業員を通じてテロ組織に流れたことにより、テロの対象となっ
てしまった事件も発生している。役員のスケジュールや外出先等
は、特に厳重に管理することが求められる。

⑷緊急退避のための手段の確保

テロが継続的に発生するなど治安が悪化した場合は、空港が
封鎖されたり、外出が困難となるなど、国外退避が容易ではなく
なることが想定される。緊急脱出の支援をする専門会社のサービ
スを採用するなど、脱出手段を確保しておくことが重要である。

⑸緊急連絡網・安否確認ルール・緊急時対応計画
の策定

テロ発生時に速やかに対処するためには、緊急連絡網・安否
確認ルール・緊急時対応計画（危機発生時に社内各部門や役職
員個人のTo-Doを時系列で列挙し､整理･計画化したもの）を策
定しておくことが重要である。緊急時対応計画において、想定す
べきテロ発生時の主な対応事項は表4の通りである。

また、検討した緊急時対応計画の実効性を高めるためには、実
際にテロ発生時を想定した訓練を実施することが有効である。

4．おわりに
海外進出企業を取り巻くリスクは、グローバル化の進展に伴い

ますます複雑化・多様化しており、テロリスクもその一つといえよ
う。このような中で、企業が安定的な事業継続を図るためには、
自社を取り巻くリスクを洗い出し、その特性に応じた対策を適切
に実践していくことが不可欠である。

発展途上国をはじめ、海外における社会インフラ発展などに
貢献してきた日本企業の役割の重要性は、今後増すことはあって
も、減じることはない。企業においては、やみくもに海外における
リスクを恐れるのではなく、リスクを正確にとらえた上で、リスク
低減のための適切な対策を実践していただきたい。

以上
参考文献

1）U.S. Department of State,
“Country Reports on Terrorism 2012-2014”

<http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/>（最終アクセス2016年
2月18日）

・オフィスビルの周囲・館内は侵入者用の警報装置、監視カ
メラ、警備員の見回り等のセキュリティ設備がある

・オフィスビルの入り口は警備員が常駐し、夜間・休日を含
め来館者の入館管理がなされている

・オフィスフロアの来訪者用受け付けは執務スペースと仕
切られており、執務スペースは関係者以外は立ち入りでき
ないよう常時施錠されている

①安全確保策の実践と現場からの速やかな退去
・近くで爆発音を聞いた際は、可能な限り現場から離れ、人

が常時集まらない安全な場所に避難をする
②関係者への迅速な報告と安否確認
・駐在員・出張者は、安全を確保したのちに、迅速に社内の

危機管理所管部署に報告を行うとともに、現地従業員の
安否確認を行う

・安否確認結果や、現場の状況は、随時危機管理所管部署
に報告する
③緊急対策本部の設置
・危機管理所管部署は、テロ発生に関する情報を速やかに

経営トップならびに関係部署に報告し、緊急対策本部設
置の判断を仰ぐ

・緊急対策本部は、対応方針の検討、対応の指示・命令、情
報収集、外部機関との連携等を行う

・現地において対応要員が不足する場合は、治安状況等に
応じて応援要員の派遣を検討する
④情報統制の実施
・テロ事件に関する情報が不用意に流出しないよう、役職

員に対して情報統制を行う（特に、従業員がテロリストに
拘束されるなどの事態に至った場合などは、不用意な情
報開示が人質の生命・身体の安全に影響しかねないた
め、厳重な情報統制を敷く）
⑤政府との連携
・従業員がテロリストに拘束された場合等は、日本政府と

連携しながら対応を進める（現地の政府・警察が当該人
質の安全確保よりも、犯人の逮捕を最優先させるケース
があるため、日本政府と連携をしながら、現地の政府・警
察との交渉を進める）
⑥緊急退避や事務所の移転の検討
・テロ発生後の治安状況に応じて、駐在員・出張者および

帯同家族の退避を検討する
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〈ニューリスク〉ESG投資

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
環境グループ
上席コンサルタント　 寺

て ら だ

田 祐
ゆ う

〈シリーズ（全4回）〉 ニューリスク 

第4回  ESG投資の拡大と
日本企業への影響

１	はじめに
近年、機関投資家が資金運用の際に環境(Environment)・社

会(Social)・ガバナンス（Governance）といった非財務情報を
考慮する「ＥＳＧ投資」への関心が日本でも高まっている。2015年
9月に年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が責任投資
原則（Principles for Responsible Investment:ＰＲＩ）へ署
名したことが追い風となっている。ＰＲＩは国連が各国金融業
界に向けて提唱したイニシアティブで、署名した機関投資家は
投資決定プロセスにＥＳＧの視点を反映することを求められる

（表１）。インターリスク総研が所属するＭＳ＆ＡＤインシュアラ
ンス グループ（持株会社）もＧＰＩＦに先んじて2015年6月、ＰＲＩ
署名を果たしている。

日本に比べ、海外では欧州を中心としてＥＳＧ投資が拡大して
おり、現在、全世界の資産運用残高のうち約3割がＥＳＧ要素を
考慮しているといわれている。グローバル経済の進展を考えれ
ば、いずれは日本においてもＥＳＧ投資の拡大が予測される。

本稿では、ＥＳＧ投資の動向とその意義について改めて整理し
た上で、ＥＳＧ投資の拡大が日本企業に与える影響について解説
する。特に、環境技術の面では世界的に優位性を有する日本企業
が今後どのような課題に直面するのか考えてみたい。

２	拡大するＥＳＧ投資の動向とその意義
⑴ＥＳＧ投資の規模

上述のとおり、ＥＳＧを考慮した投資の割合は全世界の資産運
用残高の約3割まで拡大しており、ＥＳＧへの投資残高も約21兆
ドルに上る（次頁表２）。

また、設立当初の2006年は200に満たなかったＰＲＩの署名
機関は、現在では約1,5001）（2016年2月現在）の投資家、運用会
社、サービス機関に上っており、これら機関の運用資産残高は
2006年の約4兆ドルから、59兆ドルを超える規模まで広がっている

（2015年4月時点）2）。

⑵ＥＳＧ投資の意義

ＥＳＧ投資と同様に非財務情報を考慮する投資手法であるＳ
ＲＩ(Socially Responsible Investment)との違いは何であろ
うか。ＳＲＩは宗教的道義や倫理感に基づくものだが、ＥＳＧ投資
は資金運用の受託責任に基づくものである。リーマンショックで

1．私たちは投資分析と意思決定のプロセスにＥＳＧの課題を組
み込みます

2. 私たちは活動的な株式所有者となり、株式の所有方針と所
有習慣にＥＳＧ問題を組み入れます

3. 私たちは、投資対象に対してＥＳＧ問題について適切な開示
を求めます

4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、
実行に移されるように働きかけを行います

5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働
します

6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関
して報告します

【表１】ＰＲＩ署名機関が求められるコミットメント

（出典：ＰＲＩ冊子「ＥＳＧ投資基準の導入」2013年3月）
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判明した近視眼的な資金運用による大きな経済的損害への反省
もあり、ＥＳＧ投資では「長期的な企業価値の最大化（長期的なリ
ターン）」に焦点をおき、環境、社会、ガバナンスをその尺度として
いる。

これら三つの活動に取り組む企業には、必要なコスト負担など
財務的にマイナスの影響が伴いかねないのも事実であるが、逆に
ＥＳＧの取り組みが企業の財務価値にプラスの影響を与えるとい
う主張がある。ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメントとハン
ブルグ大学が2,250件以上の過去のＥＳＧに関する研究結果を詳
細に分析したところ、研究事例の62.6％において、ＥＳＧと企業財
務パフォーマンスとの間に正の相関関係があることが2015年12
月の報告書で明らかになった3）。また同年、米国でも企業の良く
計画・管理されたＣＳＲ活動と投下資本利益率（ＲＯＩ）に正の相
関関係があるというレポートが公開されている4）。

このように、ＥＳＧ投資の意義とは長期的な企業価値およびリ
ターンである。

⑶ＥＳＧの検討要素

ＥＳＧ投資において考慮・評価されている一般的な要素は表３
のとおり多岐にわたる。それゆえにどの要素を焦点とし、どのよう
な基準で評価するかで各投資家の運用判断が分かれる。

⑷機関投資家によるＥＳＧ投資への取り組み

上記のとおり多岐にわたるＥＳＧの検討要素を投資判断に反映
する上で、目的に応じて様々なアプローチがとられている（表４）。
評価の結果、問題がある企業を投資対象から除外する「ネガティ
ブ・スクリーニング」や、対話等を通じて企業にＥＳＧ課題への取り

　 ①資産運用に占めるＥＳＧ投資の比率
（%）

②ＥＳＧ投資残高・地域比率
（10億ドル、%）

2012年 2014年 2012年 2014年
欧州 49.0 58.8 8,758(66.0) 13,608(63.7)
米国 11.2 17.9 3,740(28.2) 6,572(30.8)
カナダ 20.2 31.3 589(4.4) 945(4.4)
豪州/NZ 12.5 16.6 134(1.0) 180(0.8)
アジア 0.6 0.8 40(0.3) 53(0.2)
合計 21.5 30.2 13,261(100.0) 21,358(100.0)

【表２】運用資産に占めるＥＳＧ投資の比率と投資残高

（出典：「Global Sustainable Investment Review 2014」 を基にインターリスク総研作成）

Environment
 (環境)

生物多様性、温暖化ガスの排出、気候変動、再
生可能エネルギー、効率的エネルギー活用、資
源枯渇、化学薬品による汚染、廃棄物管理、水
資源、海水の酸化、成層圏オゾン層の減少、土
地使用の変化

Social 
(社会)

紛争地域での活動、フェアトレード製品の販売、
健康と薬品へのアクセス、労働の安全衛生と
質、HIV/エイズ、サプライチェーンの労働基準、
児童労働、地域コミュニティとの連携、人的資源
管理、従業員管理、ダイバーシティ、結社の自由

Governance
（ガバナンス)

ＣＳＲ戦略、役員報酬、汚職、株主の権利、企業
倫理、取締役会の多様性・組織、社外取締役、リ
スクマネジメント、通報制度、利害関係者との対
話、ロビー活動、情報公開

【表３】ＥＳＧの検討要素（事例）

（出典：ＰＲＩ「PRI FACT SHEET」5）を基にインターリスク総研作成）

投資手法 概要

1 ネガティブ/排他的・スクリーニング ＥＳＧの観点で問題のある企業や活動を投資対象から除外する
例：酒、たばこ、兵器

2 ポジティブ/優先的・スクリーニング ＥＳＧ評価の高い企業や案件を投資対象として組み入れる、または投資比率を高める
例：環境配慮型商品

3 規範に基づくネガティブ・スクリーニング 国連グローバル・コンパクト等の国際的な規範に反する企業を投資対象から除外する
4 インテグレーション ビジネス・モデルや財務指標の分析だけでなく、ＥＳＧの分析も投資意思決定プロセスに組み込む
5 インパクト/コミュニティ投資 社会問題や環境問題に対して、地域開発プロジェクトなどを通じて、より直接的な解決を目指す
6 持続可能性の特定テーマ投資 持続可能性に関する特定のテーマ（気候変動・食糧・農業・水資源・エネルギーなど）に投資する

7 エンゲージメント 投資先企業との対話や議決権行使等を通じて、ＥＳＧへの取り組みを促すなど、企業行動に影響
を与える

【表４】主なＥＳＧ投資手法と概要

（出典：「Global Sustainable Investment Review 2014」 を基にインターリスク総研作成）
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組みを促す「エンゲージメント」、財務指標分析に加え、ＥＳＧ要素
の分析も投資判断に組み入れる「インテグレーション」などが一般
的である。

参考まで、投資家がＥＳＧ評価を行う上で最も長く活用されて
いるベンチマークの一つとして、1999年に発表されたダウ・ジョー
ンズ・サステナビリティ・インデックス（ＤＪＳＩ）がある。これは、ス
イスの投資運用およびアドバイス会社であるRobecoSAMが米
国ダウ・ジョーンズと共同で1999年に開発した株式指数で、「経
済・環境・社会」における評価の観点が示されているが、ＥＳＧ要
因が包含されている。同ベンチマークでは表５の基準に従い、ス
コアリングが行われている。

３	ＥＳＧ投資が日本企業に与える影響
⑴日本企業にとってのリスク

スクリーニングやインテグレーションの結果、海外を中心とし
た投資家の視点からＥＳＧ対応が不十分と判断された場合、投
資の対象に選ばれない、または他のＥＳＧ評価の高い企業に比べ
て資金調達が不利となる可能性がある。ＥＳＧ評価に慣れていな
い中堅以下の企業では、投資家の視点によるＥＳＧ価値を認識し
た上で情報を整理・発信することができていないことも多いため、
欧米企業と比べ不利な面がある。特にＥＳＧ投資は単なる社会貢
献ではなく投資パフォーマンスの向上を目的としている点が十分
に認識されているとは言い難い。

⑵日本企業にとっての機会

上述のリスクを逆の視点でみれば、ＥＳＧ対応の進んだ企業が
資金調達において有利となり、市場からも評価される可能性があ
る。特に日本企業はその環境技術においては世界でも高いレベル
にあり、環境分野で優れた企業は資金調達で有利になる可能性
がある。

また、ＥＳＧ対応について客観的に評価を受けることで、ＥＳＧ
課題についてより深く認識できるとともに、自社の強み、弱みにつ
いて知ることができる。

さらに、これまでＥＳＧ分野での活動推進は内発的な動機付け
による側面も多分に見られた。しかし、外部利害関係者からのプ
レッシャーによりＥＳＧに関連する組織・事業環境の整備への意
欲が醸成され、これまで改善の進まなかった分野で具体的な対
策がとられ、企業価値の向上が実現できるきっかけとなることも
考えられる。例えば、日本では長時間労働が指摘されているが、こ
のような労働環境の見直しが労働生産性の向上とともに、資金
調達などでの財務的な価値につながるという認識につながれば、
意識変革を醸成できるだろう。

４	リスクと機会にどう対応するか
このようなＥＳＧ投資の流れの中で、リスクを回避し機会をとら

えるには具体的に何をすべきか、3点に分けて説明する。

⑴事業活動における優先度（マテリアリティ）の
特定

ＣＳＲの議論における「マテリアリティ」とは、長期的視点で財
務や企業経営に影響を及ぼす重要な要因であり、将来の企業価
値を左右するものと認識されている。マテリアリティを特定するこ
とで、幅広いＥＳＧ課題への認識を広げながらも、限られた経営
資源を最も取り組む効果がある課題に絞りこむことができる。ま
た投資家も、対象とする企業がどこにマテリアリティを置くかで、
企業の姿勢をうかがうことができる。

サステナビリティに関する国際基準の策定を使命とする非営
利団体ＧＲＩ(Global Reporting Initiative）は、ＥＳＧ課題の
情報開示の国際的な基準を示したガイドラインを公表している。
同ガイドラインでは重要課題を特定するプロセスの開示が求め
られている。特定するプロセスでは主要な利害関係者の見解を
理解し、経営方針に反映させる必要があり、そのためには双方向
のコミュニケーションを通じた対話（「エンゲージメント」）が重要
となる。ＧＲＩガイドライン（第4版）ではエンゲージメントの方法

分野 基準

経済 倫理規定/コンプライアンス/収賄と汚職
コーポレート・ガバナンス
リスク・危機管理
その他、業界固有基準

環境 環境報告
その他、業界固有基準

社会 コーポレート・シチズンシップ/慈善事業
労働慣行指標
人的資本開発
社会的報告
人材の採用・定着
その他、業界固有基準

【表５】ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスによるスコアリング基準

（出典：ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス6））
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について、まずステークホルダーを特定し、責任・影響などの観
点から優先順位付けをした上で、ステークホルダーと対話するこ
とが示されている。このようなプロセスを経ることで、企業が明確
な根拠をもって、効果の高いＥＳＧ取り組みを行いやすくなり、ま
た、投資家にもその活動が見えやすくなる。

⑵社会・ガバナンス課題への取り組み強化

日本企業は、環境分野の取り組みは進んでいるが、ＥＳＧ評価
機関からは社会・ガバナンスの対応は遅れているとみなされてい
る7）。また、ビジネスのグローバル化が加速しており、社会・ガバ
ナンスもグローバルな視野から見直す必要がある。これら分野の
視点は多分に評価者の主観が関与するため、欧米視点での社会
性・ガバナンスが絶対的な指標といえるかは疑わしい。しかし、ビ
ジネスのグローバル化を望むならば避けては通れない局面であ
る。いずれにしても、まずはグローバル視点での概念を学び、組織
にとって受け入れるべき仕組みかどうか、吟味する機会とする意
義はあるだろう。

⑶情報発信・情報開示

投資家に自社の企業価値を認めてもらうための材料をどれだ
け用意し、いかに彼らのニーズに応えるかたちで提示できるかが、
ＥＳＧに基づく企業価値認識を高めるカギとなる。日本でも情報
開示は進んできてはいるものの、欧州企業ほど幅広い開示は行わ
れておらず、また、環境に比べて社会やガバナンスでの情報開示
が進んでいないといわれている。

国際的に汎用性があり社会やガバナンスのテーマも盛り込ま
れているＧＲＩガイドラインやISO26000（組織の社会的責任に関
する国際規格）などの開示基準を準用して、投資家が関心を持つ
テーマを幅広く開示することはＥＳＧ評価にプラスの効果がある。
また、長期的な企業価値の向上が予測できるような情報を盛り
込むことも必要である。例えば、単に恵まれない母子の生活向上
のため寄付をしたなどボランティア活動を示すのみでなく、子育
てをする女性が働きやすい柔軟な労働条件を整備していること
を伝えれば、女性の就業意欲や労働生産性を高め企業価値の向
上に寄与することが読み取れる。

５	おわりに
投資家の考えるＥＳＧの視点に応えることで企業が真に社会か

ら求められる価値を発揮することになるとは必ずしもいえない。
当然ながら、投資家以外にも、顧客や従業員、関連企業など、多
様な利害関係者はそれぞれ異なる価値を有しており、互いに相
反する立場をとることもある。複雑なバランスを保ちながらベスト
ミックスを見つけ出すのが本来の姿といえるかもしれない。

しかしながら、株価の重要性などにかんがみれば、投資家の判
断が大きな経営的な要素を占めることは否めない。また、先に述
べたとおり投資家の期待に応えることが、例えば従業員の労働環
境の改善につながるなど、他の利害関係者にとってもプラスの価
値をもたらす可能性もある。ＥＳＧ投資の動きが、企業がこれまで
手つかずにしてきた課題に目を向け、解決への取り組みを促進す
ることにつながるよう期待する。

以上
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運輸安全

株式会社インターリスク総研
交通リスクマネジメント部
交通リスク第一グループ
上席コンサルタント　梶

か じ う ら

浦 勉
つとむ

運輸安全マネジメント制度
導入から10年を迎えて
～運輸安全マネジメント制度の歩みを振り返る～

１	はじめに
平成18年（2006年）10月に「運輸の安全性の向上のための鉄道

事業法等の一部を改正する法律」（運輸安全一括法）が施行されて
から、もうすぐ10年がたとうとしている。当該法律の施行によって運
輸事業者は、各事業法や関係省令等に従って安全管理体制を構築
し、①「構築した安全管理体制を記載した安全管理規程を作成し、
国土交通省に対して届出を行うこと」、②「安全管理体制を構築、改
善すること等について責任と権限を有する安全統括管理者を選任
し、国土交通省に対して届出を行うこと」等が義務付けられた。それ
と同時に国土交通省によって運輸安全マネジメント制度が開始さ
れた。

本稿では運輸安全マネジメント制度の制定背景とこれまでの歩
みを振り返るとともに、インターリスク総研で実施したコンサルティ
ングの実績から、運輸安全マネジメント体制を構築・運用する上で
のポイントを解説したい。

２	運輸安全マネジメント制度とは
⑴制定背景

平成17年（2005年）に、運輸事業において社会の注目を集めるよ
うな大きな事故・トラブルが連続して発生した。これらの事故・トラ
ブルの多くに共通する因子（要因）として、事業を構成するリソース
の一つである人間がその与えられた役割を果たせなかったことによ
るエラー、いわゆる「ヒューマンエラー」の要素が強いことが広く指
摘された。

国土交通省は、その原因、背後関係の調査、再発防止および未
然防止の方向性を検討するために、「公共交通に係るヒューマンエ
ラー事故防止対策検討委員会」を設置した。

一般的に広義の「ヒューマンエラー」には、①失念や思い込み、
錯覚等といった人間の「能力の限界」や「能力の特性」を背景とした、

「意図せず」に行ってしまう狭義の「ヒューマンエラー」と、②手抜き
やルール違反等といった、行為者がその行為に伴う危険性や違法
性を認識しながら「意図的」に行う「不安全行動」、の双方が含まれ
ると認識されている（図１）。

上記委員会では、特に「意図的」に行う「不安全行動」の原因とし
て、「不安全行動」を容認するような「職場環境・企業文化」というも
のがあるということが指摘された。また委員会は、安全を管理する
体制について一つの方向性を示した。それが運輸安全マネジメント
制度である。

⑵運輸安全マネジメント制度とガイドライン

運輸安全マネジメント制度とは運輸事業者と行政（国土交通省）
が一体となって、運輸の安全性を向上させていく制度である。

国土交通省が公表している運輸安全マネジメント制度のガイド
ラインには、平成18年（2006年）5月に公表された「安全管理規程に
係るガイドライン」と平成22年（2010年）3月に公表された「運輸事
業者における安全管理の進め方に関するガイドライン～輸送の安
全性の更なる向上に向けて～」1）がある。「安全管理規程に係るガイ
ドライン」は、運輸事業者が主として各事業法の規定に基づき作成
する安全管理規程に記載する項目と、その考え方が示されている。
他方、「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライ

【図１】ヒューマンエラーの分類　　　　　　　　　　（インターリスク総研作成）
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ン ～輸送の安全性の更なる向上に向けて～」は、主として各事業
者における安全管理体制の構築・改善に係る取り組みの狙いとそ
の進め方の参考例が示されている。平成18年（2006年）のガイドラ
インと比べ、平成22年（2010年）のガイドラインの方がマネジメント
システム特有の用語や表現が少ないなど、事業者にとって読みやす
い内容になっている。また、付属文書に取り組みの参考となるよう
手順等も記述されている。本稿において「ガイドライン」と記述する
場合には、平成22年（2010年）のガイドラインを指す。

まず運輸事業者は、ガイドラインに沿って、自主的かつ積極的に
輸送の安全への取り組みを推進し、安全管理体制を構築する。ガ
イドラインでは「安全管理規程の記載事項」をより簡明化し、「運輸
事業者に期待される安全管理の取組」と表現して説明しており、そ
れは表１の14項目から成り立っている。ＩＳＯのマネジメントシステ
ム規格のようなＰＤＣＡサイクル（※）による取り組みの継続的な改善
と、安全性の向上を図ることが求められている。

（※ＰＤＣＡサイクル：Plan Do Check Act（計画の策定、実行、
チェック、改善）のサイクル）

⑴ 経営トップの責務
⑵ 安全方針
⑶ 安全重点施策
⑷ 安全統括管理者の責務
⑸ 要員の責任・権限
⑹ 情報伝達及びコミュニケーションの確保
⑺ 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用
⑻ 重大な事故等への対応
⑼ 関係法令等の遵守の確保
⑽ 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等
⑾ 内部監査
⑿ マネジメントレビューと継続的改善
⒀ 文書の作成及び管理
⒁ 記録の作成及び維持

⑶運輸安全マネジメント評価

一方、国土交通省側では、運輸事業者が構築した安全管理体制
の状況を確認する「運輸安全マネジメント評価」を行う。従前より国
土交通省は各事業法に基づき保安監査を行っていたが、運輸安全
マネジメント評価では保安監査と異なり、行政は、事業者を指導、
監督するという立場ではなく、事業者と一体となって運輸の安全性
を向上させるための方策をともに進めていこうとする姿勢が根底
にある。そのため、制度上の用語も“監査”ではなく“評価”となって
いる。運輸安全マネジメント評価では、国土交通省の評価員が経営
トップおよび安全統括管理者等の経営管理部門へのインタビュー
と文書・記録類の確認を通じ、事業者が構築した安全管理体制の

さらなる向上に資するための「評価」および「助言」を行う。この「助
言」の位置付けも、保安監査のような処分につながる性格のもので
はなく、安全性を向上するための参考意見となっている。

このように運輸安全マネジメント制度では、運輸事業者のたゆま
ない安全性確保への努力と国土交通省の評価制度の両輪によっ
て、運輸事業者内部における「安全意識の浸透」や「安全風土の構
築」を図る仕組みの定着を指向している。

⑷運輸安全マネジメント制度の歩み

国土交通省は、運輸安全マネジメントの浸透および定着のため
に様々な普及啓発施策を実施している。現在、運輸安全マネジメン
ト評価の年間実施回数は制度発足当初と比べると10倍近い回数に
なっている（平成18年（2006年）10月～19年（2007年）9月：44社、平
成25年（2013年）10月～26年（2014年）9月：441件（地方局実施を含
む））2）。　

国土交通省は、毎年の「運輸事業の安全に関するシンポジウム」
の開催、定期的な運輸事業者向け運輸安全マネジメントセミナー、
外部機関による認定運輸安全マネジメントセミナー等の広報活動
も継続しており、また情報提供ツールとしても運輸安全マネジメン
ト関連冊子、メールマガジン「運輸安全」、運輸安全マネジメント制
度解説ビデオ等を公表している。運輸事業者が安全管理体制の構
築を実施する上で必要な情報を入手しやすいよう工夫を凝らして
いる。

過去10年の具体的な取り組みについては、24頁表２「運輸安全マ
ネジメント制度の歩み」を参照してほしい。

⑸運輸安全マネジメント制度の今後

運輸安全マネジメント制度の今後に関して、直近の「運輸事業の
安全に関するシンポジウム2015」における運輸安全監理官の講演
内容3）では、①「大手・中堅事業者について、概成された安全管理体
制を高いレベルで効率的に維持する」、②「中小事業者の安全管理
体制の構築を促進するとともに、構築された安全管理体制の見直
し・改善のためのＰＤＣＡサイクルを定着させる」の2点が「制度の今
後のポイント（例）」として挙げられている。

また、平成25年（2013年）12月4日に公布・施行された交通政策基
本法に基づく交通政策基本計画の中で、運輸安全マネジメントにつ
いてさらなる実効性の向上を図るため、「安全マネジメントの評価
の対象を中小規模事業者にも拡大すること」、「安全マネジメントの
浸透のための講習会の開催等事業者団体による支援の拡充や認定
セミナーを有効活用すること」が重点施策として掲げられている。

さらに、平成24年（2012年）4月29日に発生した関越道高速ツアー
バス事故を受けて検討された「高速・貸切バスの安全・安心回復プ
ラン」の中で、新高速乗合バス（※）については、貸切バス事業者に運
行の管理の委託を行う場合に、受委託者一体となった安全管理体
制を構築するため運輸安全マネジメントの実施を義務付け、貸切バ
ス事業者については、運輸安全マネジメント実施義務付け対象を中
小事業者へ拡大し、すべての事業者に安全管理規程の作成・届出、

【表１】運輸事業者に期待される安全管理の取組14項目

（出典：参考文献・資料等1）
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安全統括管理者の選任・届出を義務付けることが明記され、平成
25年（2013年）10月1日には関係省令改正等の措置が実施されてい
る。

（※新高速乗合バス：安全対策等を強化した新たな高速乗合バス
制度で、平成25年（2013年）7月までに高速乗合バスから移行を完了
し一本化する）

それらの背景に加えて、昨今の社会的な注目を集めた平成28年
（2016年）1月のスキーツアー貸切バスによる大きな事故の発生、そ
して国土交通省の限られた行政資源を有効に活用する観点にかん
がみ、今後は優れた安全管理を実施している大手・中堅事業者につ
いては評価周期の長期化などが想定され、逆に、貸切バスを中心と
した中小事業者に対しては事故防止に向けた施策を重点的に実施
することが予想される。平成28年（2016年）1月25日の国土交通省通
達「一般貸切旅客自動車運送事業者等に対する運輸安全マネジメ
ント評価の実施方針について」などにもその一端が見られる。

３ 運輸安全マネジメント体制を構築・運用
する上でのポイント

インターリスク総研で実施したコンサルティングの実績から、運
輸安全マネジメント体制を構築・運用する上で、課題として相談を
受けることが多いポイントについて、以下に解説する。

⑴ガイドライン「⑺事故、ヒヤリ・ハット情報等の収
集・活用」

運輸安全マネジメントの取り組み初期の運輸事業者において、最
初の課題として挙がるのは「（7）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・
活用」であり、運輸安全マネジメント制度の開始当初、インターリス
ク総研に相談されるケースが最も多かった。

事故件数が一定数ある場合は、事故報告の体制整備から始める
ことが望ましい。事故報告体制を検討する上での要点は、事故報告
書の設計（何の情報を、どのように収集するか）である。報告書を設
計する上で留意すべき点は、①統計的に処理が可能な項目は徹底
的に数値化すること、②事故報告書の統計は国土交通省、その他
関係省庁、業界団体が公表をしている統計データと項目や評価方
法を合わせて、定量的に比較ができるようにすること、③背景要因
分析をする際に必要な情報（時系列、当事者の心理面等）が充足し
ていることである。

統計的分析を実施する際に重要になってくるのは、一般データと
比較可能であるかどうかである。「運輸事業の安全に関するシンポ
ジウム2014」4）における自治医科大学・河野龍太郎教授の講演の中
にあった「リスクマネジメントは最終的には、リソースマネジメント
になる」との言葉が示すとおり、再発防止の経営資源（ヒト・モノ・カ
ネ・トキ等）には限界がある。最優先で取り組むべき事項を選択す
る上で、一般データと自組織のデータを比較し、自組織の強み・弱
みを把握することは意思決定の確かな道標となる。

統計的分析・背景要因分析のどちらを実施するとしても、事故分

析の最大の目的は再発防止であるから、反省や懲罰ではなく、いか
に再発防止につながる情報を集めるかが肝となる。

事故報告の体制が整備されている場合や、既に高度な安全管理
体制が構築されていて事故件数が少ない場合には、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用に取り組み、さらなる安全性の向上を目指して
ほしい。基本的には事故報告の体制整備と同じ留意点（統計化、比
較可能データ、必要情報の充足）に基づき、収集する項目の設計を
すべきである。それに加えて、ヒヤリ・ハット情報等の収集において
大きな課題となるのは、報告者のモチベーションをどのように確保
するかである。その対応としては、「非懲罰の明文化」や「報告へのイ
ンセンティブ」等が考えられる。

最後に、事故、ヒヤリ・ハット情報ともに分析者の力量を確保する
ことは極めて重要である。情報収集が軌道に乗ると、目的である再
発防止・未然防止へつなげるためには、情報を分析し、活用する力
量のある従業員（のリソース）を確保することが重要になってくる。
人手不足の事業者においては頭の痛い問題となってきている。

⑵ガイドライン「⑾内部監査」「⑿マネジメントレ
ビューと継続的改善」

安全管理体制の構築がある程度進むと、次に「（11）内部監査」お
よび「（12）マネジメントレビューと継続的改善」が課題として挙がっ
てくる。運輸安全マネジメント制度が開始されて数年がたってから、
インターリスク総研に相談されるケースが多くなってきたのが当該
項目である。

内部監査の課題の一つは内部監査要員の確保が難しいことであ
る。専任の内部監査要員を確保する場合は、人員増という観点から
事業者に経済的負担が増し、内部監査要員には現場の知識も要求
されるため高度な力量が求められる。また、現場と兼務する場合は、
通常とは異なる業務である上に、内部監査固有の力量も求められる
ため、要員にかかる負担が大きい。もう一つの課題は、社内の安全
管理体制が内部監査を実施できる状態になっていないことである。
前提となる安全管理の計画（ガイドラインでは「安全重点施策」）が
無い、または大枠のみをとらえた計画になっているため、有効性の
評価に耐えられないのである。今後、中小規模の事業者に運輸安全
マネジメント評価が拡大すると、悩む事業者が増えるであろう。

内部監査の課題解決に時間を要する場合、インターリスク総研と
しては「（12）マネジメントレビューと継続的改善」を確実に実施する
ことをお勧めしたい。内部監査はＰＤＣＡサイクルの“Ｃ（チェック）”
に該当し、目的は次のステップである“Ａ（改善）”へプロセスをつな
げることである。内部監査が難しいことを理由にＰＤＣＡサイクルの
流れを止めてしまうよりは、日々の活動の中で集めることができた
組織の課題に対して、経営トップがレビューを行い改善活動につな
げた方が、運輸の安全性を向上させるという制度の目的には合致す
るからである。

余談ではあるが、ガイドラインでは「（12）マネジメントレビューと
継続的改善」はＰＤＣＡサイクルの“Ａ（改善）”に該当しているが、通
常ＩＳＯのマネジメントシステム規格では「マネジメントレビュー」は
ＰＤＣＡサイクルの“Ｃ（チェック）”に該当することを記載しておく。
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⑶ガイドライン「⑹情報伝達及びコミュニケーショ
ンの確保」

高いレベルで安全管理体制の構築が完了し、安全性のさらなる
向上を目指している事業者において課題となってくるのが、「（6）情
報伝達及びコミュニケーションの確保」である。安全管理体制の構
築・運用という大きな課題を解決すると、「現場に伝える努力をして
いるが、ルールの徹底が図られない」というような課題が注目され
るようになる。

ガイドラインでは組織内外のコミュニケーションライン（会議、指
示・伝達系統、利用者への安全啓発等）を整えることになっている。
また、いわゆる「ブリーフィング」や「確認会話」のようなノンテクニ
カルスキルを使用することも考慮されている。しかし現実には、社内
でルールが徹底されていない、もしくはルールが確実に遵守される
ためのチェック体制の構築がうまくいかない、などの構造的な問題
に直面することが多い。そのような場合、人的作業が発生する現場
でのルールの徹底は、どうしても当該作業に携わる個人のモチベー
ションに依存することになる。そこで、コミュニケーションによって従
業員の安全へのモチベーションを高める必要性が出てくる。

コミュニケーションの本質は“共感”であるため、コミュニケーショ
ンを実施する人間同士の関係が、その結果に大きな影響を及ぼす。
例えばカリスマ的なリーダーシップを発揮する組織長の下では、指
示伝達が円滑に行われ、ルールの徹底も図られ、事故が少なくなる
ことがある。反対に、安全管理体制が構築されても「生産性の向上」
や「効率化」が優先され、人間関係を構築するためのゆとりが少なく
なっている組織においては、コミュニケーションの本質からの見直
しが求められている。

４	おわりに
筆者が開始直後の運輸安全マネジメント制度に携わってから10

年が経過しているが、運輸事業者の事故削減につながる素晴らし
い制度だと確信しており、今後、制度がすべての運輸事業者に浸
透・発展し、より安全な公共輸送が実現されることを期待している。

以上

【表２】運輸安全マネジメント制度の歩み

年月日 主な出来事

H17（2005） 平成17年にヒューマンエラーが原因と見られる事故
が多発
ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故（死者107名・負傷
者562名） 等

H17.8.12 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討
委員会中間とりまとめ公表

H17.12.2 運輸安全マネジメント態勢構築に係るガイドライン等
検討会設置

H18（2006）.3.31 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部
を改正する法律（運輸安全一括法）公布

H18.4.1 国土交通省大臣官房運輸安全監理官等設置

H18.4.26 公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討
委員会最終とりまとめ公表

H18.5.12 安全管理規程に係るガイドライン公表

H18.6.22 安全管理規程に係る報告聴取又は立入検査の実施
に係る基本的な方針案を運輸審議会に諮問

H18.7.1 国土交通省大臣官房運輸安全政策審議官設置

H18.8.3 安全管理規程に係る報告聴取又は立入検査の実施
に係る基本的な方針案を運輸審議会答申、同方針
策定

H18.8～9 全国各地で事業者向け運輸安全マネジメント制度説
明会開催

H18.9.5 公共交通等の安全に関するシンポジウム開催（東京）

H18.10.1 運輸安全一括法施行、運輸安全マネジメント制度
導入

「運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガ
イドラインの手引き」公表

H18.10.17～10.18 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による初め
ての運輸安全マネジメント評価実施（評価実施事業
者は西日本旅客鉄道株式会社）

H19（2007）.4.1 国土交通省大臣官房運輸安全監理官付首席運輸安
全調査官設置

H19.4～ 各地方運輸局等における運輸安全マネジメント評価
を本格的に開始

H19.8.29 輸送の安全に係るリスク管理モデル構築検討会設置

H19.10～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による2回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H19.10.23 公表資料「運輸安全マネジメント制度1周年を迎え
て」公表

H20（2008）.3.5 運輸事業の安全に関するシンポジウム開催（東京）

H20.8～ 運輸事業者安全担当者対象の運輸安全セミナー随
時開催

H20.10～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による3回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H20.10.24 公表資料「運輸安全マネジメント制度導入2周年を迎
えて」公表

H20.12.1 運輸事業の安全に関するシンポジウム開催（東京）

運
輸

安
全



25　RMFOCUS Vol.57

年月日 主な出来事

H21（2009）.3.17 輸送の安全に係るリスク管理モデル構築検討会最終
会議開催（周知資料「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・
活用の進め方（自動車モード）」案とりまとめ）

H21.6.2 運輸審議会運輸安全確保部会にて小規模事業者ガ
イドライン「鋼索鉄道・索道事業者等における安全管
理の進め方」案および「小規模海運事業者における
安全管理の進め方」案に対する意見聴取

H21.6.17 「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方（自動
車モード）」公表

H21.6.18 「鋼索鉄道・索道事業者等における安全管理の進め
方」および「小規模海運事業者における安全管理の
進め方」公表

H21.10～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による4回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H21.11.13 公表資料「運輸安全マネジメント制度3周年を迎え
て」公表

H21.11.26 運輸事業の安全に関するシンポジウム2009開催
（東京）

H21.12.1 安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施
に係る基本的な方針の改正案を運輸審議会に諮問

H22（2010）.3.2 安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施
に係る基本的な方針の改正案を運輸審議会答申、同
方針策定

「運輸事業者における安全管理の進め方に関する 
ガイドライン ～輸送の安全性の更なる向上に向け
て～」公表

H22.4.1～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による「運輸
安全取組事例」の紹介サイトの本格運用を開始

H22.4.9 「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方 ～事
故の再発防止・予防に向けて～（海運モード編）」公表

H22.12.1 運輸事業の安全に関するシンポジウム2010開催
（東京）

H22.12.20 公表資料「運輸安全マネジメント制度の現況につい
て」公表

H23（2011）.1～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による5回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H23.3.31 政策レビュー評価書「運輸安全マネジメント評価」
公表

H23.5.9 運輸安全マネジメント制度解説ビデオを公開

H23.11.28 運輸事業の安全に関するシンポジウム2011開催
（東京）

H23.12.12 「運輸の安全確保に関する政策ビジョン」公表

H23.12.22 公表資料「運輸安全マネジメント制度の現況につい
て」公表

H24（2012）.4～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による6回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H24.5.17 運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会の設立

H24.7.18 地方運輸局等に「運輸安全防災・危機管理業務推進
本部」および「運輸安全推進室」を設置

年月日 主な出来事

H24.11.28 運輸事業の安全に関するシンポジウム2012開催
（東京）

H25（2013）.4～ 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による7回目
の運輸安全マネジメント評価開始

H25.7.22 第2回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会
開催

H25.9～ 貸切バス事業者を対象とした運輸安全マネジメント
説明会（全国70箇所）開始

H25.10～ 民間機関等が実施した運輸安全マネジメントセミ
ナー、講習会の認定開始

H25.10.1 運輸安全マネジメント実施義務付け対象を全貸切バ
ス事業者等に拡大

H25.11.19 運輸事業の安全に関するシンポジウム2013開催
（東京）

H26（2014）.3.18 公表資料「運輸安全マネジメント制度の現況につい
て」公表

H26.7.23 第3回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会
開催

H26.12.2 運輸事業の安全に関するシンポジウム2014開催
（東京）

H27（2015）.2.16 公表資料「運輸安全マネジメント制度の現況につい
て」公表

H27.7.21 第4回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会
開催

H27.12.7 運輸事業の安全に関するシンポジウム2015開催
（大阪）

参考文献・資料等

1) 国土交通省ＨＰ＞政策・仕事＞運輸安全＞運輸安全マネジメント制度に
関する参考資料＞「運輸事業者における安全管理の進め方に関する
ガイドライン」
＜http://www.mlit.go.jp/common/000110883.pdf＞（最新アクセ
ス2016年2月15日）

2) 国土交通省ＨＰ＞報道・広報＞報道発表資料＞運輸安全関係報道発表
資料＞「運輸安全マネジメント制度の現況について」 （平成25年10
月～平成26年9月）の公表＞【本文】「運輸安全マネジメント制度の現
況について」（平成25年10月～平成26年9月）
＜http://www.mlit.go.jp/common/001069587.pdf＞（最新アクセ
ス2016年2月15日）

3) 国土交通省ＨＰ＞政策・仕事＞運輸安全＞運輸事業の安全に関するシ
ンポジウム2015
＜http ://www.ml i t .go . jp/unyuanzen/unyuanzen_
symposium2015.html＞（最新アクセス2016年2月15日）

4) 国土交通省ＨＰ＞政策・仕事＞運輸安全＞運輸事業の安全に関するシ
ンポジウム2014の開催結果
＜http ://www.ml i t .go . jp/unyuanzen/unyuanzen_
symposium2014result.html＞（最新アクセス2016年2月15日）

（出典：参考文献・資料等2を基にインターリスク総研 一部追記・作成）
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株式会社インターリスク総研
災害リスクマネジメント部
災害リスクグループ
主任コンサルタント　 日

に っ と う

塔 哲
て つ ひ ろ

広

水害を軽減するための
「タイムライン」活用のすすめ

１	はじめに
近年大雨の発生頻度は増加傾向にあり、2015年9月には関東地

方や東北地方に降った記録的な大雨によって鬼怒川の堤防が決壊
（破堤）し、大規模な浸水被害が発生した（気象庁は「平成27年9月
関東・東北豪雨」と命名した）。このような気象の変化や水害の発生
を踏まえ、政府による水害対策の見直しが進められている。本稿で
は、平成27年9月関東・東北豪雨で被害が顕著だった常総市周辺の
現地の状況を報告するとともに、日本の水害対策の動向、近年注目
されている「タイムライン（事前防災行動計画）」を活用した水害対
策を紹介する。

２ 平成27年9月関東・東北豪雨災害における
常総市周辺の状況

2015年9月、台風18号および台風から変わった低気圧に向かって
南から湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけての広い
範囲で大雨となった。9月7日から11日までの総雨量は、関東地方で
600mm、東北地方で500mmを超え（図１）、9月の平均降水量の2
倍以上の雨が降った地点もあった。栃木県と茨城県には最大級の
警戒となる大雨特別警報が発表され、各地で河川氾濫や内水氾濫
が発生し、全国で死者8名、住宅被害19,666棟の被害が発生した1）。

インターリスク総研では、鬼怒川の破堤から4日後の9月14日に、
大きな浸水被害が発生した常総市周辺の現地調査を行った。浸水
は完全には引いておらず、被害の傷痕が生々しく残っていた。

破堤地点（次頁図２の①付近、次頁図３（写真））では、木造建物の
流出や傾斜、道路の破断が、越水地点（図２の②付近）では、太陽光
発電設備のソーラーパネルの流出などが見られた。破堤・越水地点
の付近では、地盤や構築物の基礎が削り取られるような被害が顕著
であり、水の勢いが激しかったと考えられる。なお、破堤地点の南側
では、河川に隣接しているにもかかわらず、浸水を免れた地点も見ら
れた。破堤・越水地点によって被害の様相は大きく変わるといえる。

一方、破堤地点から南東へ約4km離れた地点（図２の③付近）で
は、痕跡から浸水深が2m以上と推測される箇所が見られた。この
地点付近では、木造建物やビニールハウスがほぼ原形を保っていた
ことから、破堤地点と比べて流速による影響は小さかったと考えら
れる。なお、常総市が公表している鬼怒川の氾濫を想定した洪水ハ
ザードマップ（2009年4月公表）によると、図２の③付近は想定浸水
深が2.0～5.0mの区域に該当しており、水が集まりやすく浸水危険
が大きいことが想定されていた。

このほか、水圧や流出物の接触によって損壊したと考えられる
ガードレールやフェンスなどが散見された（次頁図４（写真））。 

【図1】2015年9月7日～11日の総降水量分布図　　　　　　（出典：気象庁2））
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また、浮遊し移動したと考えられるコンテナやドラム缶なども見ら
れ、容器類は流出の可能性が高いことが確認された。

鬼怒川周辺で浸水被害が発生した範囲は、おおむね洪水ハザー
ドマップの想定浸水域に該当していることが確認され、浸水危険を
把握するための重要な情報であることを再確認できた。ただし、洪
水ハザードマップでは流速の大きさを想定することは難しい。河川
付近においてはすさまじい水勢に襲われる可能性があるため、立地
場所と河川の距離にも注目し、危険水位になった場合には一刻も
早い立ち退き避難が重要と考えられる。なお、洪水ハザードマップ
で想定されている規模を超えるような氾濫が発生した場合には、浸
水域が想定よりも拡大する可能性があることに注意が必要である。

 

３	日本の水害対策の動向
⑴「水防法等の一部を改正する法律」

近年の豪雨災害を踏まえ、2015年1月に国土交通省から「新た
なステージに対応した防災・減災のあり方」が公表され、同年7月に

「水防法等の一部を改正する法律」が施行された。
2013年11月に上陸時の中心気圧が約900hPaの巨大台風（台風

30号）がフィリピンを襲い、2014年8月には広島市で積乱雲が次 と々
発生し、3時間に217mmの豪雨によって甚大な土砂災害が発生し
た。このように極端な現象の顕在化は「新たなステージ」と位置付け
られている。一方、大都市圏は海抜ゼロメートル地帯や地下空間の
拡大、人口や都市機能の集中などによって災害に脆弱であると指摘
されている。命を守り、社会経済の壊滅的な被害を回避することが
基本的な考え方となる。

水防法の一部改正によって、地震・津波対策と同様に「最大クラ
ス」の大雨等を対象とした浸水想定が進められる。従来想定されて
きた洪水は100年や200年に一度程度の規模であったが、今後はこ
れを上回る規模（1,000年に一度など）の災害が想定されることにな
る。また、浸水をもたらす事象は河川氾濫のほかに内水氾濫、高潮
にまで拡充される（次頁図５）。これまでに遭遇したことがないよう
な大雨等が発生した場合には、我々の生活圏が浸水被害にさらさ
れる恐れがあることを認識し、災害に備えておくことが求められる。

⑵「水害時の避難・応急対策検討ワーキング
グループ」

2015年10月、内閣府中央防災会議は関東・東北豪雨による災害
を教訓とするために「水害時の避難・応急対策検討ワーキンググ
ループ」を設置した。河川氾濫における避難のあり方や、事態の進
展に応じた情報提供のあり方などについて検討が進められている。
避難の課題には、避難勧告の発令基準が明確でないことや、異なる 
形態の災害（大河川の氾濫、中小河川の氾濫、土砂災害など）が連

（①の矢印の先）
（②の矢印の先）

【図2】平成27年9月関東・東北豪雨に係る茨城県常総地区
推定浸水範囲と写真撮影箇所

（国土地理院の資料3)を基にインターリスク総研 一部加筆）

【図４】損壊したガードレール　　　　　　　　（インターリスク総研撮影）

【図３】破堤地点付近の地盤が削り取られた状況（インターリスク総研撮影）
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続して発生すること、大規模水害の避難時に大混雑が発生すること
などが挙げられている。また、情報提供の課題には、河川の水位情
報が避難行動に適切に活用されていないことや、防災情報が十分
に伝達されていないことなどが挙げられている。これらの課題の対
策の方向性は2015年度中にとりまとめられる予定である。

⑶「水防災意識社会 再構築ビジョン」

2015年12月、国土交通省は「水防災意識社会 再構築ビジョン」
を策定した。これは、行政、住民、企業などの各主体が水害の減災の
ための目標を共有し、ハード・ソフトの対策を一体的・計画的に推進
することを目的としている。ハード対策は、2020年度をめどに粘り強
い構造の堤防の整備（破堤に至るまでの時間の引き延ばし）などが
進められる。ソフト対策は、「住民目線の対策」への転換として、2016
年度中にスマートフォンを活用した洪水予報のリアルタイム配信が
予定されており、住民がリスクを察知し主体的な避難につなげるこ
とが期待されている。

４	タイムラインを活用した水害対策
⑴「タイムライン」の概要

地球温暖化などの影響によって将来的に水害の発生頻度が増
加する可能性が指摘されており、企業は施設の防護や事業継続性
の確保に係わる対策を見直すことが重要となっている。また、最大

クラスの大雨や台風については、自助、共助によって命を守る行動
が極めて重要となる。この実現のために、「タイムライン（事前防災
行動計画）」の考え方を導入する市町村などが増えてきている。これ
は、災害のピークとなる時刻から逆算して、いつ、誰が、何を実施す
るかを明確にしておくものであり、先を見越した早めの行動や各部
門の連携、必要な実施事項の抜け漏れ防止などにつながることが
期待される（次頁図６）。

⑵米国におけるタイムラインの導入事例

米国では2005年のハリケーン・カトリーナによって1,000人以上が
犠牲となり、これをきっかけにタイムラインを活用した防災対策が
普及するようになった。タイムラインの奏功例の一つとして、2012年
10月、米国東海岸にハリケーン・サンディが襲来した際の州、自治体
の対応が挙げられる。ハリケーン・サンディによってニューヨーク市
の地下空間などに大量の高潮が流入し、停電や交通機関の麻痺、
金融機関の停止などに伴う多大な経済損失が発生した。災害に対
する大都市の脆弱性が浮き彫りとなったが、事前にプログラム化さ
れた対応行動によって、被害は大いに軽減されたといわれている。
ニュージャージー州においても高潮被害が発生したが、早期避難に
よって犠牲者を最小限に食い止めることができたとの報告もあり、
タイムラインの効果が発揮されたと考えられている。

この時のニュージャージー州の防災行動を次頁図７に示す。災害
のピーク時（ハリケーン上陸）を時間軸上の基準（ゼロ・アワーと呼
ばれる）とした場合に、120時間前（5日前）には防災行動レベルが
格上げされており対策が開始されている。72時間前（3日前）には
州知事による緊急事態が宣言され、順次、避難所の開設、公共輸送

【図５】「水防法等の一部を改正する法律」の改正概要（抜粋）　　　　　　　　　　  （出典：国土交通省4)）
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機関の停止などが実施された。事業活動が安全に停止され、余裕の
ある避難行動がとられたとされている。

⑶日本におけるタイムラインの普及活動

2013年2月に国土交通省と防災関連学会の合同による米国ハリ
ケーン・サンディに関する現地調査が行われた。米国の被害状況、
災害対応を教訓に、日本においても大規模水害のリスク評価、各機
関が連携した行動計画の普及が推進されることになった。

三重県紀宝町は2011年台風12号の大雨によって大規模な河川
氾濫に見舞われた。この経験を踏まえ、同町ではタイムラインの策
定にいち早く取り組み、2015年2月には、「紀宝町における台風等 
風水害に備えた事前防災行動計画（タイムライン）の連携に関する

協定」が紀宝町、近畿地方整備局、中部地方整備局、津地方気象台
で締結された。このほか、国土交通省ではリーディングプロジェクト
として、首都圏や中部圏の自治体、企業などとともに河川氾濫や高
潮を想定したタイムライン策定が進められている。また、関東・東北
豪雨災害においても、氾濫危険情報が発表された市町村のうち、タ
イムライン策定済みの市町村による避難勧告または避難指示の発
令割合は、未策定の市町村よりも多かったとの報告もある。

⑷企業におけるタイムラインの活用

タイムラインは政府や自治体だけではなく、企業の災害対応にも
有効活用できるといえる。2014年11月に台風19号が近畿地方に接
近した際、鉄道会社が自社のタイムラインに基づいて鉄道の運休を
前日に予告した。筆者は当時運休した鉄道の沿線に住んでいたが、
予告を踏まえて当日の計画を変更できた。実際には台風による鉄道
運行への影響は限定的であったが、鉄道会社が前もって運休を決
定することが周知され、利用者がこれまで以上に台風の動向に注目
するきっかけになったと考えられる。

多くの企業では、台風の接近時には被害防止や安全確保のため
に、施設の養生や出社見合わせ・早期退社の判断などが習慣化・
ルール化されているので、これらの対策をタイムラインの考え方に当
てはめてみることをお勧めする。いざという時の役割が特定の部門
に集中しすぎている、いつ・誰が実施する対策なのか不明確である
などの課題が見つかる可能性がある（次頁図８）。

また、雨量や河川水位、防災気象情報などの情報を行動実行のト
リガー（きっかけ）に設定することも有効である。行動開始のタイミ
ングが明確になり、スムーズな対策につながると考えられる。

【図７】ニュージャージー州におけるハリケーン・サンディ襲来時の防災行動
（出典：国土交通省6))

【図６】タイムラインに基づく行動計画のイメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：国土交通省5)）
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（トリガーの設定例）
◦気象庁の洪水注意報が発表された場合、速やかに避難場所へ

移動する
◦気象庁の「降水短時間予報」で今後数時間以内に1時間

50mm以上の降水の可能性を確認した場合、建物の出入り口
に止水板を設置する。なお、民間の気象情報提供会社は、設定
された地点・基準に基づいて、電子メールなどで降水の予報を
通知するサービスを提供している（例：「対象地点周辺で3時間
以内に1時間50mm以上の降水が発生する可能性あり」など）

◦国土交通省の「リアルタイム 川の防災情報」で、近隣河川が河
川氾濫注意水位に達した場合、事業所内にアナウンスし、速や
かに避難場所に移動する

このほか、図８の課題修正の例のように、部門間の連携や報告の
要否などをフロー図に落とし込むことにより、対策の全体像や流れ
が明確になり、次に必要な行動をイメージしやすくなる。タイムライ
ンは関係する部門共通の活用ツールであり、全部門参加によるタイ
ムラインの作成・見直しが重要である。

５	おわりに
大規模水害に備えるためには、余裕をもった計画的な行動が重

要であり、タイムラインはこれを実現するための有効な手法といえ
る。また、積極的にリアルタイム情報を活用するなどの能動的な姿
勢が求められることから、企業の防災意識の向上にも寄与すること
が期待される。このほか、地震などの突発的に起こる災害について
も、明確にされた役割の下、連携しながら初動対応を行うところで
は、タイムラインが応用できると考えられる。タイムラインが企業の

【図８】タイムラインの考え方に基づく水害対策見直しのイメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　（インターリスク総研作成）

防災対策に定着することによって、日本全体の災害対応力が強化さ
れていくことを強く願う。

以上

水害対策

水
害

対
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自治体におけるRM

自然災害発生時の
訪日外国人旅行者への
自治体の対応

１	増加する訪日外国人旅行者
「インバウンド」と呼ばれる訪日外国人旅行者の数が2015年

までの直近3年間でほぼ倍増するなど、政府が掲げる「2020年ま
でに年間訪日観光客数2,000万人」という目標は前倒しでの達
成が濃厚になっている（表１）。

東京、名古屋、大阪を結ぶいわゆる“ゴールデンルート”を中心
に訪問する、訪日外国人旅行者の訪問先を広げて、地方に呼び
込むことは、地域経済にとって非常に重要である。このため自治
体、事業者とも様々なプロモーションを行っている。

一方で地震をはじめとする日本の自然災害リスクへの懸念が
内外とも強いにも関わらず、訪日外国人旅行者に対する防災・
減災の取り組みを積極的に行っている自治体は多くない。災害

三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2015年度自治体職員派遣研修生　
特別推進役　　 山

や ま も と

本 淳
じゅん

（静岡県研修生）

対策基本法では、「要配慮者」を「高齢者、障害者、乳幼児その
他の特に配慮を要する者」と定義しており、日本語に不慣れな
外国人は、「その他の特に配慮を要する者」に含まれると解釈さ
れる。訪日外国人旅行者の増加は、同時に災害時の要配慮者の
増加を意味しており、自治体を中心として対策が急務である。そ
こで本稿では、「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への自治
体の対応」について検討した。

２ 留学生の状況から推察する、訪日外国人
旅行者の防災・減災に対する認識

日本に来ている留学生は、滞在日数や滞在目的などで訪日外
国人旅行者と違いがあるものの、同じ外国人という観点から共

（出典：日本政府観光局（JNTO）「年別 訪日外客数、出国日本人数の推移」等統計資料を基に筆者作成）
※1…2015年の数値は推定値　※2…（　）内の数値は前年比増減率　※3…赤で示した部分が前年からの増加相当分

【表１】訪日外国人旅行者数の推移（2010～2015年）
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通する傾向を推察できる。そこで、本稿では学生へのアンケート
調査で得られた日本人学生と留学生の回答を比較して訪日外
国人旅行者への支援方法を検討した。

調査は、東京経営短期大学の協力の下、実施した。51名の学
生1）が参加し、被災時の行動に関する質問やピクトグラムの認
識について自由筆記で回答を得た2）。アンケート票は図１のとお
り、回答結果（抜粋）は次頁図２-１～10のとおりである。

なお、ピクトグラムの認識に対する調査方法は、JIS（日本工業
規格）化されているピクトグラムから災害時にも関連するピクト
グラムとして「救護所」、「広域避難場所」、「消火器」、「さわるな」
の4例を抽出し、図のみを示して、何を表しているか尋ねた。正解
の判断については、非言語で直感的に内容を理解するというピ
クトグラムの趣旨から、例えば救護所のピクトグラムは救急箱も
正解にするなど、おおむね本来の意味に近いものは正答とした。
なお無回答は誤答とした。

回答結果から、以下、三つの特徴が明らかになったが、ここ
から訪日外国人旅行者の防災・減災に対する認識が読み取
れる。

⑴被災時にはスマートフォン等を活用してインター
ネットにより情報収集が行われる
　
日本国内で旅行中に被災した場合の情報収集方法は、日本

人学生（図２-３）、留学生（図２-４）とも、「インターネット」との
回答が最も多かった。「携帯・スマートフォン」「SNS」もインター
ネットの利用が前提になると考えられる。

⑵地震などの自然災害に対する認識が不足して
いる

日本人学生は被災時に自宅にいることができない場合
（図２-１）、「学校」、「避難所・避難場所」に行くとの回答が多く
みられた。一方で留学生（図２-２）は、「公園」に行くとの回答が
多く見られた。

また日本国内で旅行中に被災した場合の行動では、日本人学
生（図２-５）は「滞在先の指示に従う」、「周りの人に合わせる」、

「安全な場所に行く」など7種の回答が得られたのに対して、留
学生（図２-６）は「安全な場所に行く」、「避難所に行く」、「救助
など互いに協力する」など3種の回答しか得られなかった。また、

「わからない・無回答」も多かった。
同じく旅行先での支援要望内容では、日本人学生（図２-７）

は「食糧配給」、「備品配給」が多かったのに対して、留学生
（図２-８）は「わからない・無回答」がほとんどだった。

⑶ピクトグラムで内容を伝えきることは困難

ピクトグラムの正答率は日本人学生（図２-９）が30%である
のに対して、留学生（図２-10）はわずか13%にとどまった。日
本人でさえ正しい認識を持っている人が少ないという結果と
なった。この結果から、留学生がピクトグラムにより伝えたいこ
とを正しく認識するのはかなり難しいと判断することもできる。
ちなみに広域避難場所のピクトグラムは「非常口」と認識する
人が多く、中には「落とし穴」や「通行禁止」など、本来の意味と
は反対の意味に近い認識を持つ人が日本人学生、留学生とも
にいた。

【図１】東京経営短期大学で実施したアンケートの調査票
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【図2】アンケート回答結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者作成）

【図２‒１】災害で自宅にいることができなくなった場合の行き先（日本人学生） 【図２‒２】災害で自宅にいることができなくなった場合の行き先（留学生）

（人）

【図２‒３】国内旅行先で被災した場合の情報収集方法（日本人学生）【図２‒４】国内旅行先で被災した場合の情報収集方法（留学生）

【図２‒５】国内旅行先で被災した場合の行動（日本人学生） 【図２‒６】国内旅行先で被災した場合の行動（留学生）

【図２‒７】国内旅行先で被災した場合に要望する支援内容（日本人学生） 【図２‒８】国内旅行先で被災した場合に要望する支援内容（留学生）

【図２‒９】ピクトグラムの正誤（日本人学生） 【図２‒10】ピクトグラムの正誤（留学生）

学校

避難所・避難場所

その他の公共施設

家族の集合場所

高台・避難ビル

親族の家

公園

その他

無回答

インターネット
携帯・スマートフォン

ラジオ
テレビ
SNS

自治体・防災行政無線
周りの人
新聞
その他
無回答

滞在先の指示に従う

周りの人に合わせる

安全な場所に行く

情報収集する

家族に連絡する

救助など互いに協力する

避難所に行く

その他

わからない・無回答

食料配給

備品配給

避難所の提供

入浴場所の提供

その他

わからない・無回答

食料配給

わからない・無回答

正
13％正

30％

誤
87％

誤
70％

安全な場所に行く

避難所に行く

救助など互いに協力する

その他

わからない・無回答

インターネット

テレビ

災害用伝言板

携帯・スマートフォン

周りの人

新聞

その他

無回答

避難所・避難場所

公園

その他の公共施設

高台・避難ビル

帰国する

その他

無回答

※1 図2-1～8の単位は「人」　※2 アンケート項目の一部を抜粋
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３ 訪日外国人旅行者に対する国・自治体の
防災・減災の取り組み

訪日外国人旅行者に対する国・自治体の防災・減災の取り組
みの現状と課題を調査するため、文献調査のほか、大分県、静
岡県、福岡県福岡市、大分県別府市の協力を得てヒアリング調
査を実施した。

⑴観光庁の取り組み

観光庁は2014年10月、観光・宿泊施設向けに「自然災害発生
時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライ
ン」を、また自治体向けに「訪日外国人旅行者の安全確保のため
の手引き」を策定した。同時に外国人旅行者向けプッシュ型情
報発信アプリケーションである「Safety tips」の提供を開始し
た。
「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュア

ル策定ガイドライン」は、大規模災害発生時の緊急時における
訪日外国人旅行者向けの初動対応に関して、観光施設および
宿泊施設へ基礎知識、初動対応内容、平常時から取り組むべき
準備、情報提供の仕方について説明しており、各施設が作成し
ている緊急時の初動対応マニュアルに訪日外国人旅行者対応
を盛り込む際のガイドラインとして示されている。
「訪日外国人旅行者の安全確保のための手引き」は、「訪日外

国人旅行者は様々なハンディキャップ（土地勘がない、情報が
理解できない等）があることを認識する」、「災害時に国や自治
体が対応できることには限界があり、地域の関係各主体や市民
が支援に協力・分担することが重要である」などの訪日外国人
旅行者への対応の心構えと、「災害発生時に落ち着いて安全確
保行動をとってもらう」、「適時・適切な情報を提供し、安全かつ
円滑に安全な場所（次の目的地）に移動、または帰国行動をとっ
てもらう」などの訪日外国人旅行者への対応の基本方針が示さ
れており、対応のあり方や具体的な支援方策から構成されてい
る。
「Safety tips」は、訪日外国人が災害時に緊急地震速報や津

波警報などの情報を取得できるものであり、メールアドレスの登
録がなくても使用可能な、スマートフォン・タブレット端末（以下

「多機能端末等」）向けのアプリケーションである。

⑵自治体による取り組み

文献調査とヒアリング調査の結果から、訪日外国人旅行者へ
の取り組みにおける三つの動向が明らかになった。

①多機能端末等を活用した取り組み
Wi-Fi（公衆無線LANサービス）環境の整備などインフラの充

実と、多機能端末等を用いたアプリケーションの提供など、ハー
ドとソフトの両面から取り組みが進められている。

従来から観光情報を発信するための手段として、通信インフ
ラの整備やアプリケーションの作成に自治体は取り組んでおり、

「地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究（総務省、
平成27年）」によると、約2割の自治体が多機能端末等を用いた
観光情報の提供を既に行っており、実施予定・検討中を含める
とその数字は約4割にまで増加する。ここから自治体の期待の高
さがうかがえる。自治体が整備・提供する通信インフラやアプリ
ケーションの魅力は、地域に密着した情報を提供できることで
ある。これに訪日外国人旅行者も利用可能な防災・減災情報を
加える動きが始まっている。以下、ヒアリングを行った自治体の
事例を紹介する。

インフラを充実する自治体の事例として、福岡市が提供してい
る無料の公衆無線LANサービス「Fukuoka City Wi-Fi」は、
福岡市が発信する緊急情報や注意警報等が発令されたことを
バナー表示で知らせ、市の防災・危機管理サイトに誘導する機
能がある。

アプリケーションを充実する自治体の事例として、静岡県で
は、富士登山者に向けた情報システムとしてアプリケーションを
開発中である。このアプリケーションは、オンラインで提出され
た登山届けに連動して災害情報を伝える機能を備えており、平
成27年（2015年）9月に富士山で情報発信の実証実験を行って
いる。多言語対応し、富士山周辺地域の観光情報の発信も行う
予定である。

②観光案内所の機能強化
日本政府観光局（以下「JNTO」）は観光案内所の認定制度を

運用している。観光案内所は「JNTO認定外国人観光案内所」と
して、立地、機能等により三つのカテゴリー及びパートナー施設
に分けて認定を受ける。カテゴリー1の観光案内所は、常駐でな
くとも何らかの方法で英語対応可能であり、地域の案内を提供
できる案内所である。同2は少なくとも英語で対応可能なスタッ
フが常駐し、広域の案内を提供できる案内所である。同3は英語
で対応可能なスタッフが常駐し、英語を除く2以上の言語での
案内が常時可能な体制があり、全国レベルの観光案内を提供
できる案内所である。また、原則年中無休、Wi-Fi あり、外国人
来訪者が多い立地といった条件も含まれている。自治体ではこ
の観光案内所に災害時の訪日外国人旅行者向け防災拠点とし
ての役割や可能性を見出す動きが進んでいる。

福岡市は、「JNTO認定外国人観光案内所」で最もカテゴリー
が高いカテゴリー3の観光案内所を市内に複数有している。観
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光案内所と市役所との連携を強めると同時に、災害時の対応に
ついて、協議や職員の研修を始めている。

大分県では、県内の主要観光案内所間の連携促進を検討し
ている。観光案内所間の連携体制の構築により、訪日外国人旅
行者の情報共有や動向把握が進めば、災害時の対応にも活用
できる可能性がある。

③多文化共生3）の活用
地域の特性を生かして、多文化共生の観点から災害時の訪日

外国人旅行者に対する支援制度を構築している自治体もある。
別府市は、留学生が多く、多文化共生の一環として在住外国

人の生活支援に積極的に取り組んでいる。2015年5月からは市
役所に外国人専用窓口を設け、相談時の利便性の向上を図っ
ている。こうした従来からの多文化共生のノウハウを生かして、
訪日外国人旅行者も対象とした24時間体制の電話相談窓口を
設置することを現在検討中である。

４ 訪日外国人旅行者のニーズと
自治体の取り組みの整合

⑴取り組みがニーズと合致している施策

以上の調査から、訪日外国人旅行者のニーズと自治体の取り
組みとが合致しており、今後、取り組みを推進すべき施策は次の
とおりであることが分かった。
◦多機能端末等の活用

訪日外国人旅行者が被災した際、情報収集には多機能端末
等が利用される可能性が高い。自治体の取り組みもこの点が意
識されており、今後もアプリケーションやシステムの開発など、
機能の充実が見込まれる。

⑵取り組みがニーズと乖離している施策

一方で、訪日外国人旅行者のニーズと自治体の取り組みとが
乖離しており、その差を解消しなければならない施策は次のと
おりであることが分かった。

①防災教育
多くの訪日外国人旅行者は、日本国内で旅行中に被災した場

合の行動のイメージを持てていない。自治体において、災害発生
時の訪日外国人旅行者への応急対策の仕組みづくりが始まっ
ている一方で、訪日外国人旅行者に自ら災害に備えてもらうた
めの取り組みはほとんど行われていない。

②ピクトグラムを始めとする情報伝達手段
 ピクトグラムは、前述の「訪日外国人旅行者の安全確保の

ための手引き」において、多言語による情報提供のツールの筆
頭に挙げられており、非言語で情報を伝える重要な手段である
が、その理解は、外国人はもちろんのこと、日本人でさえ進んで
いない現状が明らかとなった。自治体は、施設やパンフレットな
どの表記を再度確認して、正しい意味が伝わるのかの検証を進
める必要がある。

５ 自治体が取り組むべき
訪日外国人旅行者への防災・減災支援

訪日外国人旅行者のニーズと自治体の取り組みの整合状況
を踏まえて、訪日外国人観光客への防災・減災に関する自治体
の対応の実効性を高めていくため、以下を提言する。

⑴多機能端末等のアプリケーションの充実と観光
案内所の連携強化

多機能端末等を活用したアプリケーションは今後も取り組み
を強化していくべき施策である。この取り組みを前提に、以下の
2点を発展させることを提言したい。

まずはアプリケーションと観光案内所の融合である。現在、多
くの自治体で展開されている多機能端末等のアプリケーション
と、防災拠点として位置付けた観光案内所との連携を強化する
ことで、防災関連情報の提供、言語対応の充実を図ることがで
きると考える。　

次に連携強化等による自治体間の取り組みの連続性の確保
である。連続性とは共通性、統一性、連動性、関連性ともいえる。
冒頭で紹介したゴールデンルートなどに代表されるように、訪日
外国人旅行者には一定の周遊ルートがある。それらの行動特性
を踏まえ、現在、バラバラになっている自治体間の取り組みに連
続性を持たせると利便性が向上すると考える。観光の周遊ルー
トで設立された協議会などの広域連携の枠組みも活用すべき
である。

⑵防災教育の強化

訪日外国人旅行者への防災教育を強化するため、観光案内
のパンフレットを活用すべきと考える。訪日外国人旅行者はパ
ンフレットを手にする機会が多いため、これに防災関連の情
報を盛り込むことで、より多くの訪日外国人旅行者に緊急時に
どう対応したらよいかの情報を提供することが可能になると
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考える。観光案内所の人材を通じた情報提供も検討すべきで
ある。

⑶多文化共生の推進

日本に在住する外国人を要配慮者にするのではなく、地域に
おける防災面での重要な人材として活躍させるべきと考える。
在住外国人は、通訳だけではなく、各々の国の文化を踏まえた
防災対応を行うことができるなど、日本人以上のきめ細かい対
応支援を期待することができる。通訳以外にも災害発生時に協
力を得られる在住外国人の登録を推進するなどの取り組みが
有効であると考える。

⑷PDCAサイクルに乗せる

 本調査は、外国人のニーズを調査したうえで、自治体の取り
組みを調査し、その差異から、望ましい訪日外国人旅行者への
災害発生時の対応を検証したものである。自治体においても、
より実効性の高い訪日外国人旅行者への防災・減災を実現す
るために、本調査と同様のプロセスにより各種施策をPDCAサ
イクルに乗せる必要があると考える。周遊ルート、人気の観光ス
ポット等は時代とともに変遷していく。地域内の観光動向につい
て定期的なモニタリングを実施して、防災・減災対応の計画につ
いても適宜、修正することが求められる。

６	おわりに
訪日外国人旅行者は増加傾向にあり、2020年には東京オリ

ンピックの開催が予定されている。自治体による訪日外国人旅
行者に対する防災・減災の取り組みの必要性は徐々に高まって
いる。しかし、現状は自治体ごとに個別の施策が単発的に展開
されているにとどまる。現状から歩みを進め、PDCAサイクルに
のっとり、他の自治体とも連携を図りつつ効率的かつ効果的な
訪日外国人旅行者に対する防災・減災の取り組みを展開するこ
とが、自治体には求められる。　

最後に、多忙のところ、今回のヒアリング等調査に多大な協力
を得た自治体の担当者の方々、ならびに東京経営短期大学の皆
さまに、心から感謝の意を表し、本稿を結びたい。

以上
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動対応マニュアル策定ガイドライン」
3）観光庁（平成26年10月）「訪日外国人旅行者の安全確保のための

手引き」
4）観光庁「観光庁ホーム > 報道・会見 > 報道発表 > 2014年 > 災害時
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mlit.go.jp/kankocho/news03_000111.html＞
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reference/visitor_support/useful/tic.html＞
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に』（大阪大学出版会）

注）
　　　　　　
1）日本人学生36名（地域住民5名を含む）、留学生15名
2）ピクトグラムに関する質問の有効回答は50名（無効回答は1名）
3）多文化共生の施策は特別永住者や留学生など在住外国人全体を対象とする

が、本稿では日本語や日本文化に不慣れで、早期帰国の可能性が高いなど、訪
日外国人旅行者の性質に近い在住外国人を対象とした取り組みを前提として
論じる

三井住友海上火災保険株式会社では、自治体の職員を派
遣研修生として1年間受け入れ、インターリスク総研との協
業を通じてリスクマネジメントのスキル向上等を図る研修プ
ログラムを実施している。

本稿は、このプログラムの一環として、自治体における理
想的なリスクマネジメント体制の構築に資するための調査・
研究を行うことを目的に立ち上げた「自治体リスクマネジメ
ント研究会」の2015年度の研究成果物である。
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マイナンバー制度

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
統合リスクマネジメントグループ
主任コンサルタント　 　頼

よ り な が

永 忍
しのぶ

マイナンバー制度開始後の
企業の対応と
今後想定されるリスク

１	はじめに
2015年10月5日、「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」)が施行され、
2016年1月1日より、「社会保障・税番号制度」(以下「マイナンバー
制度」)の運用が開始された。

2015年10月5日より、個人番号(以下「マイナンバー」)の記載さ
れた「通知カード」が国内の各世帯に郵送され、読者の一部には、

「個人番号カード(マイナンバーカード)」を手にしている方もいる
かと思われる。また、既にマイナンバー付きの帳票を役所等に提
出した会社もあることと思う。

マイナンバー制度は、今後継続的に法改正とマイナンバーの利
用目的拡大が計画されており、今般の制度対応だけで取り組み
が終わるものではない。

本稿では、マイナンバー制度開始後の企業の対応状況、今後の
マイナンバー利用拡大に伴う企業への影響、これらを踏まえたリ
スク対策等について述べる。

２	マイナンバー制度の概要	
まず、マイナンバー制度の概要について改めて振り返っておき

たい。マイナンバー制度は、社会保障、税等の情報を国民一人ひ
とりが持つ12桁のマイナンバーにひもづけることで、行政手続き
において効率的に情報を管理・活用することを目的とした制度で
ある。またマイナンバーカードは、住民基本台帳カードの後継とし
て身分証明書としての役割も担う。

マイナンバー制度によって付与される番号は、個人番号と法人
番号の2種類が存在し、それぞれ取り扱いが異なる (表１) 。

表１のとおり、法人番号は公開対象であり、同番号の利用者に
安全管理措置義務が課されることもない。そこで本稿では法人
番号には言及しない。

マイナンバーは、2016年4月現在「税」「社会保障」「災害対策」
の3分野に限って利用可能となっており、それ以外の目的には利
用できない旨、番号法に定められている。

しかし、2015年9月に番号法が改正され、マイナンバーの利用範
囲が2017年頃をめどに拡大されることとなっている。利用目的の
拡大内容、および拡大に伴う企業への影響については4章で論ず
る。

３	マイナンバー制度開始後の企業の状況
2016年1月のマイナンバー制度開始に伴い、企業はマイナン

バーの取り扱い手順を定めるなど、対応に追われた。
本章では、マイナンバーの実務上の取り扱いにおける混乱、お

よび企業が実際に行ったマイナンバーの取り扱いにおけるリスク
対応などについて述べる。

個人番号 法人番号

本人以外に非公開 公開情報

住民票を持つすべての人に個別
の番号を発行

国の機関、地方公共団体、設立登
記法人等に個別の番号を付与

12桁 13桁

収集、保管、利用、提供に規制 利用目的、提供制限なし

企業の安全管理措置義務あり 企業の安全管理措置義務なし

【表１】個人番号と法人番号の違い
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⑴マイナンバー取り扱いにおけるリスク対応

ＩＴ市場専門のリサーチ・コンサルティング企業であるＭＭ総
研の調べによると、7割弱の企業がマイナンバー制度対応において

「情報漏洩リスク」が不安だと回答している。
筆者が知る範囲では、マイナンバーの情報漏洩リスクの低減策

としては、できる限り少人数で取り扱う体制を構築していた例が
多かった。具体的な事例は以下のとおり。

①マイナンバー関連業務に携わる者を正社員に限定する
②取引先のマイナンバーの取得を現場部門の従業員に行わ

せず、本社部門に直接郵送させる
③マイナンバー取得・保管業務を外部委託する

①の取り組みについては、直接教育、統制が行える者に業務を
担当させることで、けん制効果などが働き、漏洩等のリスク低減の
効果が期待できる。

②の取り組みを行っていた企業では、現場でマイナンバーを取
り扱わないことで、現場部門の従業員が本来の業務に集中でき
るとして、取り組みを評価していた。また、誤って現場部門の従業
員がマイナンバーの記載された書類（住民票、確定申告書等）を
受け取ってしまった際に、直ちにその場でマスキングし、マイナン
バーを取得しない処置をする、あるいは後日返送する旨も合わせ
て定めるなど、不測の事態に対する手順も備えられていた。

③については特に中小企業でその傾向が強い。中小企業の多
くはコストや人員確保の問題から、情報管理に関する責任者を
専任で置くことができず、情報漏洩リスクへの十分な対応が難し
い。そのため、セキュリティを確保しながらマイナンバーを取り扱
うために、専門業者にマイナンバーの取得や管理を委託してい
る。

⑵マイナンバーの実務上の取り扱いにおける混乱

一方で、マイナンバーの取り扱いについて、実務上の混乱もみら
れる。

マスコミ報道等でも取り上げられた典型的なものが、「通知
カード」と「マイナンバーカード」との混同である。通知カードとマ
イナンバーカードとの違いについて、表２に示す。

両者の間で特に混同されがちなのが、本人確認書類としての
利用可否である。通知カードは、本人確認書類としての利用がで
きない。報道にも大きく取り上げられたが、本人確認書類として
通知カードの提示を求める事例が数例確認されている。

また、レンタルビデオ店等の入会申し込み時に本人確認書類と
してマイナンバーカードの提示を受けた際に、番号の控えを取ろ
うとした例もある。マイナンバーは「税」「社会保障」「災害対策」の

行政手続きのみに利用できるが、そのどれにもあてはまらなけれ
ば、マイナンバーの控えを取得する行為は番号法違反である。そ
のため、本人確認書類としてマイナンバーカードを受け付ける際
には番号の控えを取ってはならないこと、および通知カードを提
示されても本人確認書類として認めないことを十分に従業員に
周知する必要があるだろう。

このほかにも様々なヒヤリハット事例が、個人情報保護委員会
のWebサイトで「番号制度ヒヤリハット事例」として公開されてい
る。事例は継続的に追加されていくため、定期的に確認し従業員
へ必要に応じて周知することが望ましい。

⑶マイナンバーの委託先管理

番号法の「業務委託」は、本来禁止されている他社への情報提
供を例外的に認める、という位置付けで整理されており、そのた
めグループ内、グループ外などの一切を問わず、マイナンバー関連
業務を他社に委託するにあたっては、委託先が番号法の求める
安全管理措置を講じるよう、委託元が必要かつ適切な監督を行
わなければならない。

例えば、同一グループ内の企業のアドミニストレーション業
務1）を担っている企業が、個人情報保護法上の「共同利用」の枠
組みでマイナンバーを取り扱おうとしている事例も見られる。番
号法ではマイナンバーの共同利用を認めておらず、マイナンバー
関連業務を特定企業に一括で担わせる場合は、当該会社とそれ
ぞれ委託契約を結び、監督する必要があることに留意すべきであ
る。

番号法および「特定個人情報2）の適正な取扱いに関するガイド
ライン」が求める「必要かつ適切な監督」とは、

①委託先の適切な選定
②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の

締結
③委託先における特定個人情報の取り扱い状況の把握

の3項目が満たされていることである。

通知カード マイナンバーカード

記載
情報

表面

◦マイナンバー
◦氏名
◦住所
◦生年月日
◦性別

◦氏名
◦住所
◦生年月日
◦性別
◦顔写真　等

裏面 ◦なし ◦マイナンバー
◦ICチップ

利用目的 番号確認 番号確認
本人確認書類　等

【表２】通知カードとマイナンバーカードとの差異
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この中で、②については「委託者が委託先に対して実地の調査
を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい」とガイドラ
イン中で踏み込んだ表現がなされ、③の「特定個人情報の取り扱
い状況の把握」を実地の調査で実施できるよう枠組みを設けてい
る。これまで業務委託先監査は、委託先にチェックリストを送付
し、委託先の自己申告で記載された内容をそのまま受け入れる、
とした例が多いと見受けられるが、マイナンバー関連業務の外部
委託先監査については、可能な限り委託先を直接監査し、確認す
ることが求められていると解するべきであり、委託先監査の方法
については、しっかりと検討する必要があるだろう。

また再委託以降の委託については、いずれの場合も「最初の委
託者（委託元）」の許諾を得る必要があるとされ、また「最初の委
託者」は再委託先への間接的な監督を行うことも求められている 

（図１）。

これは言い換えれば「最初の委託者（委託元）が、委託した業
務がどこまで再委託されているか、およびそれらの委託先の安全
管理措置の状況について、間接的にすべて把握している」ことが
求められているといえる。したがって、安易に再委託を承諾する
と、管理コストが膨らみ、業務委託のメリットが失われかねないこ
とにも留意が必要だろう。

４	マイナンバーの利用目的拡大とリスク	
2015年9月3日、番号法の改正案が国会で可決された。これは

現行の番号法の成立(2013年5月)から2年強での改正である。
番号法の改正により、可決から2年以内に、マイナンバーの利用

目的に以下が追加される。
◦預貯金口座への付番
◦健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診断情報管理
◦予防接種事務に関する地方公共団体間の情報連携 等
この改正により、直ちに一般の企業に大きな影響があるとはい

えないが、現行法の成立から約2年で法改正が行われ、またマイ

ナンバーの民間利用についても、内閣官房のＷｅｂサイトに「法
律施行後3年(2018年10月)をめどに、その段階での法律の施行状
況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合
には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じる」と記
載されているように、今後も遠くない将来に、さらなる法改正や新
たな方向性が示されると考えておいた方がよいだろう。

⑴マイナンバーの利用拡大がもたらす企業のリスク

マイナンバーの利用拡大に伴う企業のリスクとしては、「マイナ
ンバーによる漏洩先での名寄せリスク」がある。詳細については

（2）で述べるが、例えば、2017年に予定されている「銀行口座へ
の付番」を例にとって考えてみる。

自社従業員のマイナンバーが住所・氏名・雇用保険の加入・脱
退状況といった情報とともに漏洩した際、既にマイナンバーと銀
行口座とがひもづいた情報が漏洩していると、それらをマイナン
バーで名寄せされ、より大きな特定個人情報が漏洩先で作成さ
れてしまう恐れがある（図２）。

将来マイナンバーの利用が拡大していくと、それに伴い漏洩先
で名寄せされる情報の範囲が広くなり、被害も大きくなる。その
ため、今後マイナンバーを狙ったサイバー攻撃などが発生するこ
とは、容易に推測できる。

このような攻撃からマイナンバーを保護するためには、監査・点
検・教育などを通じて、企業におけるマイナンバーの管理体制を
最低でも維持、できれば向上させていくことが求められる。

⑵マイナンバー漏洩時の真のリスクとは

現在、漏洩した他人のマイナンバーを使って企業や役所に番号
を提出しようとしても、提出の際の番号確認と本人確認プロセス
により受け取りが拒否されるため、漏洩による直接的な被害は考

【図１】再委託に伴う許諾・監督のイメージ

【図２】特定個人情報の結合イメージ

マイナンバー
+銀行口座

マイナンバー
+ 住所 + 氏名

+ 雇用保険加入・脱退

マイナンバー
+ 銀行口座 + 住所 + 氏名
+ 雇用保険加入・脱退
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マイナンバー制度

えにくい。しかし、唯一考えられる被害形態として、情報漏洩先で
「名寄せによる特定個人の情報が集約されたデータベース」が
作成されてしまう問題が挙げられる。この問題は、個人情報保護
法改正に向けて内閣官房高度情報通信ネットワーク社会推進戦
略本部が公表した「パーソナルデータの利活用に関する制度改
正大綱」においても「いわゆるプロファイリング」として継続検討
課題に挙げられているものである。ここで問題にされている「プロ
ファイリング」とは、自身の情報が(時には自身の知らないところ
で)名寄せにより集積され、なりすましなどに利用されてしまう問
題である。

マイナンバーは、本人の住所、氏名が変更されても不変の情報
であることから、本来、行政手続きにおける名寄せのキーとして活
用されるものであるが、逆にいえば同様のメリットを漏洩先でも
享受できてしまうことになる。マイナンバーの利用目的が拡大す
れば、名寄せにより収集される情報も当然増大していき、より精
微な人物像が作り上げられていくことになる。

その結果、その精微な個人情報を悪用して、本人へのなりすま
しによる経済被害や、本人をかたった詐欺などの犯罪につながる
恐れが指摘されている。また、これらの被害は、本人のみならず、
本人の周辺へも及ぶ可能性がある。

⑶マイナンバー漏洩リスクへの対応のポイント

では、マイナンバー漏洩に伴う、望まない名寄せ被害に対して
企業はどのように対応していけばよいのか。

ここでは企業の対応のポイントを二つ挙げる。
◦漏洩の事実を検出できる仕組みを構築する
◦漏洩の事実を検出した際に素早く番号を従業員に変更さ

せ、自社内データベースを更新する
2015年、サイバー攻撃により公的機関での情報漏洩が発生し

た際、その後数カ月にわたって、多くの企業、公的機関から情報漏
洩やサイバー攻撃の疑いの公表が続 と々行われたことを覚えてい
る方も多いかと思う。これらは「改めて自ら点検した結果、過去か
ら継続的に被害に遭っていた事実が確認された」のであって、被
害に遭ってすぐに発見されたものではない。情報漏洩対策におい
て重要なことは、いかに漏洩の事実を迅速に検出し、対応を開始
するかである。

情報漏洩は、火災等のように発生の事実を目視できるものでは
ないため、通信の監視やアクセスログのチェックなどで、検出でき
る仕組みを整えることが欠かせない。

次に行うことは、番号の変更とデータベースの更新である。漏
洩先ではマイナンバーをキーとしてデータベースが作成される可
能性があるため、従業員のマイナンバーの漏洩が確認された場
合、企業は直ちに漏洩した本人に変更手続きをとらせ、変更後に
社内のデータベースを新番号に更新することで、それ以上の情報

注）
　　　　　　
1) アドミニストレーション業務：総務・人事・経理・法務などの管理系業務
2) 特定個人情報：マイナンバーをその内容に含む個人情報

集積および悪用を防ぐ必要がある。また新番号への更新の際に、
漏洩したマイナンバーは可能な限りデータベースに残さずに企業
が消去することが望ましい。

もちろん、情報漏洩の再発防止策を講じ、再度の漏洩が発生し
ないよう万全を期すことはいうまでもない。

５	おわりに
本稿では、マイナンバー制度の概要、制度開始に伴う企業のリ

スク管理の取り組み、漏洩時の緊急時対応などを論じてきたが、
リスク管理や緊急時対応については、今後の利用目的拡大に伴
い、リスクも拡大し、より適切な対応が求められる。企業は、今般
の対応でマイナンバー対応を終わらせるのではなく、法律、ガイド
ライン等の動向を継続的にウォッチし、想定されるリスクについ
ての評価、対応を継続すること、そして万が一の事態への事前準
備、事後対応についても検討、実施することが望まれる。

以上
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Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
（本情報はマスメディアでの報道等をベースに編集しています）

地震・噴火・津波

●台湾南部で地震、M6.4、死者117人、16階建てビル倒壊
台湾南部で2月6日午前4時（現地時間）ごろ、M6.4の地震があった。

震源は高雄市美濃（たかおしみのう）で、震源の深さは約16km。隣の
台南市では地上16階地下1階の住宅兼オフィスビルが倒壊した。揺れ
はほぼ全島で観測され、死者は117人、負傷者は500人以上に上った。

被害が集中したのは台南市の16階建てビル倒壊現場で、救助隊に
よる懸命の捜索作業が続けられた。このビルは、揺れてから数秒で土
台から折れるように倒れたという。ここには、96世帯256人が住んでい
た。がれきなどに阻まれ作業は難航し、生存率が急激に下がるとされ
る「発生から72時間」後も多くの人が内部に残された。同住宅以外で
は、台湾全土の死者は2人だけで、犠牲者の約98%がこの建物に集中
した。台南市の揺れは日本の震度では「5強」か「5弱」ほどで、普通なら
壁にヒビが入ったり、重い家具が倒れたりする程度の揺れだった。倒
壊で露出したコンクリート柱の中にサラダ油や塗料の缶が埋め込まれ
ているのが見つかり、手抜き工事の可能性が指摘された。その後の調
べによると、鉄筋の量が構造計算書の半分以下で、耐震強度が不足し
ていた。

台湾メディアによると、所有者が下層階で店舗用に複数の部屋をつ
なげるため壁や柱を撤去していたことも分かった。ビルはこの部屋側
に倒れた。専門家は壁などの撤去は建物の強度を損ねると指摘してお
り、建築時の手抜き工事に加え、所有者のずさんな管理が倒壊につな
がった可能性もある。台南市の検察当局は9日、ビルを建設した地元企
業（倒産）の元社長ら3人を業務上過失致死容疑で拘束し調べている。

　

自動車・鉄道・船舶・航空機等事故

●スキーツアーバス転落、15人死亡、長野・軽井沢
（次頁右下「コラム」参照）

1月15日午前1時55分ごろ、長野県軽井沢町の国道18号の碓氷バイ
パスで、スキーツアー客の大学生ら41人を乗せた大型観光バスが下り
坂の緩やかな左カーブで対向車線にはみ出し、そのままガードレール
を突き破って約3m下の斜面に転落した。運転手2人を含む男女15人
が死亡し、生存者も全員が負傷した。

バスには運転手2人と18～32歳の乗客39人（男性25人、女性14人）が
乗っていた。14日夜に東京・原宿を出発し、斑尾高原（まだらおこうげ
ん、長野県）のスキー場などに向かっていた。行程表では上信越自動
車道を通ることになっていたが、現場の一般道にルートを変更してい
た。死亡したのはＡ運転手（65）、Ｂ運転手（57）と乗客の男性8人、女性
5人。乗客はすべて大学生だった。運転は2人交代制。事故時に運転し
ていたＡ運転手は2015年12月に採用されたばかりで、運転研修を1回
しか受けておらず、大型バスの運転に不慣れだった。

事故後1カ月の2月15日までの捜査で車体や部品には事故に結び付
く異常が見つかっておらず、長野県警はバスが下り坂で加速し車体を
制御できなくなったのは、運転ミスによるものとの見方を強めている。
これまでの調べでは、バスは現場までの約1kmの下り坂を、制限速度
の時速50kmを大きく上回る速度で走行。現場の手前約250mで対向

車線にはみ出して同約100mではガードレールに接触し、時速96km
で左カーブの右側ガードレールをなぎ倒して転落した。バスのギアは
走行中からニュートラルになり、エンジンブレーキや補助ブレーキが
利かない状態だった。ギアは高速から低速に無理に変えようとすると
ニュートラルになるよう電子制御されており、運転手が操作ミスをした
可能性がある。速度超過の状態でカーブに入り、横転を恐れて強くペ
ダルを踏めなかった可能性もある。

国土交通省は事故後にバスの運行会社Ｃ社を特別監査。事故を起
こしたバスの運行では、国の基準額を下回る運賃で受注したり、法定
書類「運行指示書」に途中ルートを記載しなかったりしたほか、出発前
の点呼を怠るなどの法令違反が12件見つかった。事故のバス以外に
も運行記録計に記録用紙を装着しておらず、複数の運転手の過労勤
務や不十分な健康管理などの違反が判明し、Ｃ社の安全管理体制に
道路運送法違反の不備が計33件見つかった。そのため国土交通省は
2月19日、道路運送法に基づき、Ｃ社の貸し切りバス事業の許可を取り
消した。

疾病関連

●ジカ熱で緊急事態宣言、WHO、小頭症と関連「強い疑い」
世界保健機関（WHO）は2月1日、中南米で蚊が媒介する「ジカ熱

（Zika fever）」が急速に広がっているのを受けて緊急委員会を開き、
「国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態（PHEIC）」を宣言した。妊
婦が感染すると新生児の脳の発育が不十分になる「小頭症」につなが
る疑いが強いことを重視した。

限られた地域の流行であったジカ熱は2015年ごろからブラジルな
どの中南米の広い範囲で流行し、さらに急速に拡大している。感染は
25カ国・地域で確認され、感染者は最大400万人に達する恐れがある。
特に2016年2月初旬にリオのカーニバル、同年8月にリオデジャネイロ
オリンピックを開催するブラジルでは150万人が感染する恐れがある。
WHOによると「ジカ熱だけなら緊急事態ではない」が、小頭症を警戒
した。まれに身体（特に四肢）に麻痺を引き起こす「ギラン・バレー症候
群」の原因になる疑いもある。ジカ熱はジカウイルスを持った蚊に刺
されると感染する。2～7日後に発熱や筋肉痛など軽い風邪のような症
状が表れるが、数日から1週間で治る。8割の人は発症しないともいわ
れる。治療薬はまだなく、症状を軽くする対症療法が中心となる。人か
ら人へはうつらないとされてきたが、2日、性行為で感染した例が米国
で報告された。感染者をネッタイシマカやヒトスジシマカが吸血し、別
の人を刺して感染が広がるとされる。今の日本は蚊の活動時期ではな
く、国内感染のリスクは極めて低い。厚労省は5日、ジカ熱を感染症法
の「4類感染症」に指定した。感染患者だと診断した医療機関に保健所
を通じて国への届け出を義務付け、国内の感染者を把握する。

厚生労働省などは2月25日、ブラジルから帰国した川崎市の10代の
男子高校生が「ジカ熱」に感染していることが確認されたと発表した。
これまで日本国内でジカ熱に感染した例はない。海外で感染して帰
国後に発症した日本人は3人確認されており、今回で4例目。2月1日の
WHOによる緊急事態宣言後では初めてとなる。
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2016年1月15日（金）午前1時55分ごろ、長野県北佐久郡軽井沢町の
国道18号碓氷バイパス入山峠付近で、定員45名の大型観光バスが道
路脇に転落し、乗客・乗員41名中15名が死亡、生存者も全員が負傷す
るという大事故が発生しました。事故原因については現在も検証中で
すが、バスが事故直前に法定速度を大幅に超える96㎞のスピードで
走行していたことや、ギアがニュートラルの状態でエンジンブレーキ
等が効かず、フットブレーキでは減速が足りずにカーブを曲がりきれ
なかった可能性が高くなっています。また、事故後のバスの運行会社
への特別監査では、乗務前の点呼の未実施や運行管理者の虚偽の届
け出など合計33項目の法令違反が判明しています。

現在、筆者は企業へのコンサルティングや、各種セミナーを通じた
交通事故防止活動の支援を行っていますが、企業活動の中で「安全
第一」と「利益（営業）第一」のどちらを取るかという問題で経営者と意
見が合わず、解決策を見出すのに苦慮することがたびたびあります。
経営者・安全部門の責任者には「安全第一」が企業活動の大前提で
あり、安全をおろそかにして企業の存続はあり得ないと説くのですが、

「安全を最優先にした企業活動では競争に勝てず、会社が存続でき
ない」と言われ、話が平行線をたどってしまいます。

ここで読者に思い出していただきたいのは、安全をおろそかにした
ことで事故等が発生し、経営に行き詰まった企業のことです。特に運
輸事業者はお客さまの命・大切なものを預かって目的地に運ぶことが

仕事のため、「輸送の安全の確保」が第一の使命といわれています。実
際は「利益（営業）第一」の姿勢が優先されることがあり、それが事故
の要因の一つになっています。

交通事故は状況的要因（道路環境・気象条件・走行時間等）、心理的
要因（急ぎの心理・思い込み等）、技術・知識的要因（運転技術・危険予
測能力等）など複数の要因が絡み、その現場で複数の要因が合致した
ときに必然的に発生すると考えています。事故は偶然起こるのではな
く、要因の多くは自分（企業）の中にあるのです。事故を起こさないた
めには、それらの要因を一つ一つ排除していくことから始めなければ
なりません。もちろん、仕事を引き受ける段階から事故の発生要因が
増える可能性も考慮することが必要です。

一般に企業はステークホルダーのために利益を出し存続し続ける
ことが大命題であるため、利益重視の姿勢を否定するものではありま
せんが、過度な利益重視の姿勢は前述した事故の要因を一つ増やす
ことになります。その際は別の方法で安全を確保し要因を排除しない
と、やはり事故は必然的に発生してしまいます。

交通安全を含めた事故防止の取り組みは「やり続けること」が重要
で、企業にとっては一番苦しい戦いかもしれません。筆者はこれから
も多くの企業の戦いを支援していきたいと強く思っています。

最後に今回の事故で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りい
たします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　（Ｓ.Ｓ.）

column  「軽井沢スキーツアーバス事故を考える」
コ・ラ・ム

製品安全

●血液製剤不正、隠蔽20年以上、製造記録を偽造、国、行政処分へ
熊本市の血液製剤やワクチンの有力メーカーＡ研究所が国の承認

していない方法で血液製剤を製造していた問題で、Ａ研究所の第三
者委員会は12月2日、20年以上にわたり、虚偽の記録を作成するなどし
て不正の隠蔽を図ってきたとする報告書を公表した。

報告書によると、Ａ研究所は製造の効率化などのため、血液が固ま
るのを防ぐ物質を添加したり、薬品に熱を加える時間を変えたりする
など、12種類の血液製剤の31工程で未承認の方法を採っていた。多
くは1980年代から行われ、一部は約40年前から続いていた。遅くとも
1995年ごろからは、製造方法を確認する国の定期調査で不正が発覚し
ないよう隠蔽工作を繰り返していた。承認された製法で作ったとする
偽の記録を用意。調査で存在しない過去の書類を要求されると、偽の
書類に紫外線を浴びせて変色させ、作成時期を古く見せるなどしてい
た。製造工程を変更する際に必要な国への申請もしておらず、これら
の方針を理事長を含む幹部が決定して引き継いでいた。

血液製剤についての副作用報告は増えていないことから、厚生労
働省は承認されていない方法で作られたことによって健康に重大な
影響が出る可能性は低いとみている。Ａ研究所の一連の不正製造は
5月、厚生労働省への内部告発により、まず血液製剤12種類で発覚し
た。9月、ワクチンでも同様の不正が見つかっていた。農林水産省は12
月9日、Ａ研究所が家畜などに使われる動物用の約30種類のワクチン
も未承認の方法で製造していたと発表した。

厚生労働省は2016年1月8日、医薬品医療機器法（旧薬事法）に基づ
きＡ研究所に110日間の業務停止処分を出した。しかし、製品の7割超
は代替品が無いとの理由で引き続き出荷が認められた。農林水産省
は19日、同法に基づき30日間の業務停止命令を出した。44種類製造し
ている動物用医薬品のうち34種類を製造・販売停止の対象とし、代替
品がなく品不足を招くと懸念される10種類は除いた。

情報関連

●堺市、全有権者の情報流出、68万人、職員持ち出し
堺市は12月14日、2011年の市内の全有権者約68万人分の個人情報

が外部に流出し、インターネット上で一時公開されていたと発表した。
自治体での流出件数としては過去最多とみられる。

市は、情報を無断で持ち出していたとして、会計室出納課のＡ課
長補佐を懲戒免職処分とした。地方公務員法（守秘義務）違反と個人
情報保護条例違反（不正盗用）の容疑で大阪府警に告訴状を提出し
た。市によると、流出したのは2011年11月の府知事選当時の全有権
者の氏名や性別、生年月日と年齢、住所など。配偶者や恋人からの暴
力（DV）、ストーカー被害などを理由に住民票の閲覧制限を受けた人
も含まれるという。2015年4～6月にネット上の民間レンタルサーバー
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編集後記
春号をお届けします。今号が発行されるころには、各地で桜の花も咲きそ

ろい、 年度初めの行事もたけなわになっていることと思います。 
編集を終え本稿を執筆している、春を迎える少し前のこの時期（3月中
旬）は、書類を作成していて、「年」の入力のところで常に緊張します。
「201×年」のところです。「2016」の違和感が消え、指も自然に「2016」年と
打つようになってきた一方で、営業年度はまだ「2015」年度です。
前年対比のために出てくる、締めくくってからまだ1年にも満たない

「2014」年度の文字が、紙面の片隅に「2016」が現れたとたん、少し古び
て、何か間違ったような錯覚に襲われます。
1月（行く）、2月（逃げる）、3月（去る）と、年が改まってから足の速い3カ月が
過ぎ、もはや今年も1/4が終わるのか、と驚きながら、真新しい手つかずの
「2016年度」がいよいよ始まります。組織や人の動きを前に、春はいつもど
こか心もとなく、せわしなく、そして何かしら、心機一転の力を与えてくれるよう
に思います。
今号をもって編集委員の顔ぶれも大きく変わりますが、本誌はこれからも

最新の情報をご提供していきます。引き続きご愛読のほどよろしくお願いい
たします。

（Ｔ．Ｈ．）

RMFOCUS（第57号）／2016年4月1日発行

【照会先】TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
http://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）

コンサルティング・セミナー・書籍・その他

Vol.

57
2016

spring

Information

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉インターリスク総研コンサルタントが「日本沿岸域学会研究討論会優秀講演賞」を受賞
加藤 久喜（かとう ひさよし）
内閣府政策統括官（防災担当）

1983年 東京大学法学部卒
1983年 建設省(計画局建設業課)採用
2008年 政策研究大学院大学政策研究科教授
2010年 国土交通省総合政策局環境政策課長
2011年 国土交通省関東地方整備局総務部長
2013年 国土交通省水管理･国土保全局次長
2015年 内閣府政策統括官(防災担当)

日本沿岸域学会の第28回研究討論会において、インターリスク総研総合企画部
リスク計量評価チーム主任コンサルタントの久松 力人が「貨物コンテナの高潮
リスク評価のための被害率曲線の構築」を発表し、「日本沿岸域学会研究討論会
優秀講演賞」を受賞しました。
今回の受賞は、東京湾の高潮リスクに着目した独創的な研究ならびにビジュア
ルに富んだプレゼンテーションが高く評価されたものです。
本研究では、東京湾高潮の精緻なシミュレーションを実施し、研究事例が少な
い貨物コンテナへの高潮被害予測ツールを開発しました。
さらに、政府の東京湾高潮想定結果を再現して、湾内のコンテナヤードを対象と
した高潮リスクマップを作成しました。
本成果は、高潮リスクの定量的評価の実現に貢献します。
インターリスク総研では、リスクマネジメント技術の高度化を実現するため、自
然災害リスク評価に関わる研究開発に一層力を入れていきます。

「新技術活用のための法工学─リスク対応と安全確保の法律」を出版

ロボット、自動運転車、ドローン、医療機器等の新技術を実社会で活用していくために、社会はリス
クや安全性をどのようにとらえていったらよいのか、技術の安全・安心確保のための法律のあり方を
考える「法工学」の視点を基本に、研究者、弁護士、医師等の専門家がわかりやすく解説しています。
インターリスク総研上席コンサルタントの田村直義が第1編第2章「安全とCSR」を執筆しています。

発　  行  　所 ：株式会社民事法研究会
編　　著　　者 ：福田・近藤法律事務所　近藤 惠嗣
執　　筆　　者 ：田村 直義（インターリスク総研）　他14名
価　　　　  格 ：本体4,500円＋税
出 版 年 月 日 ：2016年2月12日
購入(入手)方法 ：最寄りの書店または民事法研究会のホームページで購入ください
I S B N 番 号 ：978-4-86556-066-4

発　  行  　所 ：株式会社民事法研究会
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購入(入手)方法 ：最寄りの書店または民事法研究会のホームページで購入ください
I S B N 番 号 ：978-4-86556-066-4

「超高齢社会 第4弾 未知の社会への挑戦」を出版

少子高齢化が進行する日本において、日本は世界に前例のない「超高齢社会」になることが予測さ
れています。本書は、その「超高齢社会」を停滞の社会として迎えるのではなく、明るい未来として迎え
るために、何をするべきかを考えるシリーズの第4弾です。
この超高齢社会という課題の解決に向けて、国、地方自治体、そして企業が、どのように取り組んで
いるのか、その状況をまとめ、合わせて提言を行っています。
インターリスク総研特別研究員、本田茂樹が監修を行うとともに、「超高齢社会を支える地域包括
ケアシステム～災害に強いシステムを目指して～」を執筆しています。

発　  行  　所 ：株式会社時評社
著　者　(編者) ：特別監修／辻 哲夫、監修／本田 茂樹
価　　　　  格 ：本体1,500円＋税
出 版 年 月 日 ：2016年3月31日
購入(入手)方法 ：最寄りの書店または時評社のホームページでご購入ください
I S B N 番 号 ：978-4-88339-228-5

発　  行  　所 ：株式会社時評社
著　者　(編者) ：特別監修／辻 哲夫、監修／本田 茂樹
価　　　　  格 ：本体1,500円＋税
出 版 年 月 日 ：2016年3月31日
購入(入手)方法 ：最寄りの書店または時評社のホームページでご購入ください
I S B N 番 号 ：978-4-88339-228-5

内容（目次） 第 1 章　特別対談
第 2 章　地方自治体は、どう超高齢社会を
　　　　活性化させるべきか

第 3 章　霞が関の取り組み
第 4 章　自治体事例
第 5 章　先進企業の取り組み

R M F O C U S   R M F O C U S   

受賞した久松コンサルタント
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政府の災害対策の取り組みと課題について
COP21・パリ協定がもたらすリスクと機会
～「気候変動の緩和と適応」がキーワード～

企業のテロ対策を考える  ～近年のテロを踏まえて～

年間シリーズ ～強さとしなやかさ、持続可能な社会をめざして～
レジリエンス 深めるリスクソリューション

年間シリーズ ～海外で羽ばたくためのインフラを求めて～
グローバル 広がるリスクソリューション

■〈シリーズ（全4回）〉 ニューリスク 
　第4回 ESG投資の拡大と日本企業への影響
■運輸安全マネジメント制度導入から10年を迎えて
　～運輸安全マネジメント制度の歩みを振り返る～
■水害を軽減するための「タイムライン」活用のすすめ
■自然災害発生時の訪日外国人旅行者への自治体の対応
■マイナンバー制度開始後の企業の対応と今後想定されるリスク
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